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【議員名簿：令和３年３月 31日時点】 

議長：繁田 和三、副議長：早川 清文（令和２年５月第２回臨時会で選出） 

氏  名 選出区 会  派 氏  名 選出区 会  派 

石井 孝治 駿河区 創生静岡 佐藤 成子 駿河区 志政会 

加藤 博男 駿河区 ※1  公明党 水野 敏夫 清水区 志政会 

長島 強 葵区 公明党 望月 俊明 清水区 自由民主党 

稲葉 寛之 清水区 志政会 大村 一雄 清水区 自由民主党 

後藤 哲朗 清水区 志政会 尾崎 剛司 葵区 自由民主党 

堀 努 清水区 ※2自由民主党 丹沢 卓久 葵区 自由民主党 

島 直也 駿河区 自由民主党 牧田 博之 清水区 自由民主党 

寺澤 潤 清水区 自由民主党 繁田 和三 葵区 自由民主党 

平井 正樹 駿河区 自由民主党 山根田鶴子 清水区 自由民主党 

杉本 護 葵区 ※3日本共産党 松谷 清 葵区 ※4  緑の党 

風間 重樹 清水区 創生静岡 内田 隆典 清水区 日本共産党 

山梨 渉 清水区 公明党 白鳥 実 葵区 創生静岡 

大石 直樹 清水区 公明党 山本 彰彦 葵区 公明党 

池邨 善満 駿河区 志政会 中山 道晴 葵区 志政会 

尾崎 行雄 葵区 自由民主党 望月 厚司 清水区 志政会 

宮城 展代 駿河区 自由民主党 亀澤 敏之 駿河区 自由民主党 

池谷 大輔 駿河区 自由民主党 遠藤 裕孝 清水区 自由民主党 

畑田 響 駿河区 自由民主党 石上顕太郎 葵区 自由民主党 

福地 健 葵区 自由民主党 井上 恒彌 葵区 自由民主党 

早川 清文 清水区 自由民主党 田形 清信 駿河区 自由民主党 

寺尾 昭 駿河区 日本共産党 鈴木 和彦 葵区 自由民主党 

安竹 信男 葵区 創生静岡 伊東 稔浩 駿河区 自由民主党 

井上 智仁 駿河区 公明党  

（任期：平成 29年４月１日～令和３年３月 31日） 

●議席番号順                  

●会派名略下記参考 

※１【公明党】公明党静岡市議会 

※２【自由民主党】自由民主党静岡市議会議員団 

※３【日本共産党】日本共産党静岡市議会議員団 

  ※４【緑の党】緑の党グリーンズジャパン 
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【審査した請願・陳情等】 

区分 タイトル 取扱い 

請願 国民健康保険料の引き下げを求める請願 不採択 

子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願 不採択 

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書に関する請願 不採択 

トリチウム汚染水の海洋放出に慎重な判断を求める意見書提出を求める請願書 不採択 

清水庁舎移転に関する請願 不採択 

陳情 総務省へ「マイナンバーカードと銀行口座の連結」導入反対の意見書提出を求める陳情書 不採択 

陳情及び請願に対します「議長供覧」と言う結果通知に関して、その理由や不備に付いて、短くても

良いですが説明を希望する陳情 
不採択 

草薙大鳥居の形のモニュメント復活のお願い（陳情） 不採択 

 

 

 

 

【子ども模擬議会参加学校】 

日付 学校名 学級数 児童数 日付 学校名 学級数 児童数 

7/22 井宮北小学校 3 77 1/14 田町小学校 2 54 

9/1 由比小学校 2 38 1/19 駒形小学校 1 33 

11/4.5 長田西小学校 4 130 1/20 長田北小学校 3 84 

11/19 井宮小学校 3 74 計 7校 18 490 
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【傍聴者数】 

定例会関係 

会 議 名 ６月定例会 ９月定例会 11月定例会 ２月定例会 計 

本 会 議 80 32 49 67 228 

議 会 運 営 委 員 会 0 0 5 0 5 

議 案 説 明 会 56 1 1 1 59 

総 務 委 員 会 8 2 0 5 15 

市民環境教育委員会 3 2 11 0 16 

厚 生 委 員 会 0 0 6 0 6 

観光文化経済委員会 0 1 0 2 3 

都 市 建 設 委 員 会 1 1 0 0 ２ 

企 業 消 防 委 員 会 0 1 0 1 2 

計 148 40 72 76 336 

 

臨時会関係 

会 議 名 ４月臨時会 ５月第１回 

臨時会 

５月第２回 

臨時会 

８月臨時会 計 

本 会 議 8 4 4 66 82 

議 会 運 営 委 員 会 0 0 0 2 2 

議 案 説 明 会 0 0 0 2 2 

総 務 委 員 会 0 - 0 57 57 

市民環境教育委員会 - 0 - - 0 

厚 生 委 員 会 0 - 0 - 0 

観光文化経済委員会 0 0 2 - 2 

都 市 建 設 委 員 会 - - - - - 

企 業 消 防 委 員 会 - - 0 - 0 

計 8 4 6 127 145 

 

特別委員会 

会 議 名 第１回会議 第２回会議 第３回会議 第４回会議  

人 口 減 少 対 策 

特 別 委 員 会 

9月 11日 10月 9日 10月 29日 12月 18日  

0 0 0 0 0 

中 山 間 地 活 性 化 

調 査 特 別 委 員 会 

9月 11日 10月 9日 12月 18日 ―  

0 0 0 ― 0 

総 合 交 通 政 策 

特 別 委 員 会 

9月 11日 11月 24日 12月 18日 ―  

0 0 0 ― 0 

清水都心まちづくり 

特 別 委 員 会 

10月 9日 10月 26日 12月 17日 ―  

0 2 0 ― 2 

計 0 2 0 ― 2 
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その他の会議 

会議名 傍聴者数 

所信表明会（開催なし） - 

常任正副委員長会議（R2.5.20） 0 

常任正副委員長会議（R3.2.8） 0 

市議会協議会（R3.2.12） 0 

計 0 

 

 

【議案の採決状況（賛否一覧）】 

４月臨時会 

１ 市長提出議案 

（１）４月17日提出、同日議決（３件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

121 専決処分の報告及びその承認について 承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

122 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第１

号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

123 
静岡市介護保険条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

５月第１回臨時会 

１ 市長提出議案 

（１）５月１日提出、同日議決（１件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

124 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 議員提出議案 

（１）５月１日提出、同日議決（１件） 

発
議
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

２ 
医療従事者に対する偏見や差別の根絶に

関する決議 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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５月第２回臨時会 

１ 市長提出議案 

（１）５月20日提出、同日議決（３件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

125 静岡市固定資産評価員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

126 静岡市監査委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

127 静岡市監査委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）５月20日提出、５月22日議決（９件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

128 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

129 
令和２年度静岡市国民健康保険事業会計

補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

130 
令和２年度静岡市介護保険事業会計補正

予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

131 
令和２年度静岡市水道事業会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

132 
令和２年度静岡市簡易水道事業会計補正

予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

133 
静岡市国民健康保険条例の一部改正に

ついて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

134 
静岡市後期高齢者医療に関する条例の一

部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

135 
静岡市消防団員等公務災害補償条例の

一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

136 
静岡市水道事業給水条例の一部を改正

する条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

６月定例会 

１ 市長提出議案 

（１）６月16日提出、同日議決（１件） 

諮
問
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

２ 人権擁護委員の推薦について 賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（２）６月16日提出、７月13日議決（11件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

137 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

４号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

138 
静岡市長等の損害賠償責任の一部免責

に関する条例の制定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

139 
静岡市新型コロナウイルス感染症関連施

策基金条例の制定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

140 
静岡市恩田原スポーツ広場条例の制定に

ついて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

141 

地方独立行政法人静岡市立静岡病院の

役員の損害賠償責任に係る地方独立行

政法人法第 19 条の２第４項に規定する

条例で定める額を定める条例の制定につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

142 
静岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

143 静岡市税条例等の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

144 静岡市手数料条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

145 
静岡市立学校の教育職員の給与等に関

する特別措置条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

146 救助工作車の購入について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

147 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（３）７月１日提出、７月13日議決（１件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

148 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

５号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 議員提出議案 

（１）７月13日提出、同日議決（１件） 

発
議
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

３ 
インターネット上の人権を保護するため

の法整備を求める意見書 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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８月臨時会 

１ 市長提出議案 

（１）８月３日提出、８月７日議決（１件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

149  
静岡市清水庁舎の移転新築計画に関する

住民投票条例の制定について 
否決 × × × ○ ○ ○ 

 

９月定例会 

１ 市長提出議案 

（１）９月11日提出、同日議決（１件） 

諮
問
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

３ 人権擁護委員の推薦について 賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）９月11日提出、10月９日議決【決算議案】（18件） 

認
定
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 
令和元年度静岡市一般会計歳入歳出決

算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ × × 

２ 
令和元年度静岡市電気事業経営記念基

金会計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
令和元年度静岡市土地区画整理清算金

会計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

４ 

令和元年度静岡市母子・父子・寡婦福祉

資金貸付金会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ 
令和元年度静岡市公債管理事業会計歳

入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 
令和元年度静岡市競輪事業会計歳入歳

出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ 
令和元年度静岡市国民健康保険事業会

計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８ 
令和元年度静岡市簡易水道事業会計歳

入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９ 
令和元年度静岡市農業集落排水事業会

計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 
令和元年度静岡市駐車場事業会計歳入

歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 
令和元年度静岡市介護保険事業会計歳

入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 
令和元年度静岡市介護保険サービス会計

歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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認
定
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

13 
令和元年度静岡市中央卸売市場事業会

計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 
令和元年度静岡市後期高齢者医療事業

会計歳入歳出決算の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 

令和元年度静岡市立静岡病院事業債管

理事業会計歳入歳出決算の認定につい

て 

認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 
令和元年度静岡市病院事業会計決算の

認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 
令和元年度静岡市水道事業会計決算の

認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 
令和元年度静岡市下水道事業会計決算

の認定について 
認定 ○ ○ ○ ○ × ○ 

（３）９月11日提出、10月９日議決【補正・その他議案】（22件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

150 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

６号） 
可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

151 
令和２年度静岡市国民健康保険事業会計

補正予算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

152 
令和２年度静岡市介護保険事業会計補正

予算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

153 
令和２年度静岡市中央卸売市場事業会計

補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

154 
令和２年度静岡市後期高齢者医療事業会

計補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

155 
令和２年度静岡市病院事業会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

156 

静岡市新型コロナウイルス感染症経済変

動対策資金特別利子助成基金条例の制

定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

157 
静岡市あさはた緑地交流広場条例の制

定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

158 

静岡市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例等

の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

159 
静岡市駿府城ラン・アンド・リフレッシュス

テーション条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

160 静岡市児童館条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

161 
静岡市児童発達支援センター条例の一部

改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

162 
静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠

宿」条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

163 
静岡市都市公園条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

164 あっせんの申立てについて 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

165 学習用情報端末の購入について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

166 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

167 市道路線の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

168 市道路線の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

169 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

170 
令和元年度静岡市水道事業会計未処分

利益剰余金の処分について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

171 
令和元年度静岡市下水道事業会計未処

分利益剰余金の処分について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 議員提出議案 

（１）10月９日提出、同日議決（２件） 

発
議
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

４ 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地

方財政の急激な悪化に対し地方税財源の

確保を求める意見書 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ 国土強靭化の充実・強化を求める意見書 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

11月定例会 

１ 市長提出議案 

（１）11月24日提出、同日議決【人事案件（諮問）】（１件） 

諮
問
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

４ 人権擁護委員の推薦について 賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）11月24日提出、同日議決【人事案件】（５件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

172 静岡市人事委員会委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

173 
静岡市固定資産評価審査委員会委員の選

任について 
同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

174 
静岡市固定資産評価審査委員会委員の選

任について 
同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

175 
静岡市固定資産評価審査委員会委員の選

任について 
同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

176 
静岡市固定資産評価審査委員会委員の選

任について 
同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（３）11月24日提出、12月18日議決（23件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

177 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第８

号）※１ 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

178 
令和２年度静岡市介護保険事業会計補正予

算（第４号）※２ 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

179 
静岡市客引き行為等の禁止に関する条例

の制定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

180 静岡市事務分掌条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

181 
静岡市国民健康保険高額療養費貸付基金

条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

182 
静岡市税外収入金に係る督促等に関する

条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

183 
静岡市国民健康保険条例の一部改正につ

いて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

184 静岡市介護保険条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

185 
静岡市後期高齢者医療に関する条例の一

部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

186 静岡市立こども園条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

187 

静岡市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

188 

静岡市家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

189 静岡市駐車場条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

190 
静岡市消防本部及び消防署の設置等に関

する条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

191 
静岡市水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

192 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

193 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

194 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

195 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

196 工事請負契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

197 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

198 
清水港内の公有水面埋立てに関する意見

について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

199 当せん金付証票の発売について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※１ 議案第177号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

※２ 議案第178号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

 

（４）11月30日提出、同日議決（15件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

200 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第７

号）※１ 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

201 
令和２年度静岡市競輪事業会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

202 
令和２年度静岡市国民健康保険事業会計補

正予算（第３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

203 
令和２年度静岡市農業集落排水事業会計補

正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

204 
令和２年度静岡市駐車場事業会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

205 
令和２年度静岡市介護保険事業会計補正予

算（第３号）※２ 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

206 
令和２年度静岡市中央卸売市場事業会計補

正予算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

207 
令和２年度静岡市病院事業会計補正予算

（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

208 
令和２年度静岡市水道事業会計補正予算

（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

209 
令和２年度静岡市簡易水道事業会計補正予

算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

210 
令和２年度静岡市下水道事業会計補正予算

（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

211 

静岡市職員の給与に関する条例及び静岡

市一般職の任期付職員の採用及び給与の

特例に関する条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

212 
静岡市議会の議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

213 
静岡市特別職の職員の給与に関する条例

の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

214 
静岡市会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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※１ 議案第200号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

※２ 議案第205号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

２ 請願 

（１）12月18日議決（４件） 

請
願
番
号 

請願名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 国民健康保険料の引き下げを求める請願 不採択 × × × × ○ ○ 

２ 
子どもたちにゆきとどいた教育を求める

請願 
不採択 × × × × ○ ○ 

３ 
日本政府に核兵器禁止条約の参加・調

印・批准を求める意見書に関する請願 
不採択 × × × × ○ ○ 

４ 
トリチウム汚染水の海洋放出に慎重な判

断を求める意見書提出を求める請願書 
不採択 × × × × ○ ○ 

 

２月定例会 

１ 市長提出議案 

（１）２月16日提出、同日議決【人事案件（諮問）】（１件） 

諮
問
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 人権擁護委員の推薦について 賛成 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）２月16日提出、同日議決【補正議案】（１件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

90 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

９号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※議案第90号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

（３）２月16日提出、３月11日議決【補正・その他議案】（22件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 
令和２年度静岡市一般会計補正予算（第

10号） 
可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

２ 
令和２年度静岡市電気事業経営記念基金

会計補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 
令和２年度静岡市土地区画整理清算金会

計補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

４ 
令和２年度静岡市母子・父子・寡婦福祉資

金貸付金会計補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

５ 
令和２年度静岡市公債管理事業会計補正

予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 
令和２年度静岡市競輪事業会計補正予算

（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ 
令和２年度静岡市国民健康保険事業会計

補正予算（第４号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

８ 
令和２年度静岡市農業集落排水事業会計

補正予算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

９ 
令和２年度静岡市駐車場事業会計補正予

算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

10 
令和２年度静岡市介護保険事業会計補正

予算（第５号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11 
令和２年度静岡市介護保険サービス会計

補正予算（第１号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

12 
令和２年度静岡市中央卸売市場事業会計

補正予算（第３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

13 
令和２年度静岡市後期高齢者医療事業会

計補正予算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

14 
令和２年度静岡市病院事業会計補正予算

（第３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

15 
令和２年度静岡市水道事業会計補正予算

（第３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

16 
令和２年度静岡市簡易水道事業会計補正

予算（第３号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

17 
令和２年度静岡市下水道事業会計補正予

算（第２号） 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

18 
静岡市職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

19 静岡市営住宅条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

20 市道路線の廃止について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21 市道路線の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

22 市道路線の認定について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※議案第1号は議長において字句及び数字等の整理済み。 

（４）２月16日提出、３月11日議決【当初・その他議案】（89件） 

議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

23 令和３年度静岡市一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × × 

24 令和３年度静岡市電気事業経営記念基金

会計予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

25 令和３年度静岡市土地区画整理清算金会

計予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

26 令和３年度静岡市母子・父子・寡婦福祉資

金貸付金会計予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

27 令和３年度静岡市公債管理事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

28 令和３年度静岡市競輪事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

29 令和３年度静岡市国民健康保険事業会計

予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

30 令和３年度静岡市農業集落排水事業会計

予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

31 令和３年度静岡市駐車場事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

32 令和３年度静岡市介護保険事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

33 令和３年度静岡市介護保険サービス会計

予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

34 令和３年度静岡市中央卸売市場事業会計

予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

35 令和３年度静岡市後期高齢者医療事業会

計予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

36 令和３年度静岡市立静岡病院事業債管理

事業会計予算 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

37 令和３年度静岡市簡易水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

38 令和３年度静岡市病院事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

39 令和３年度静岡市水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

40 令和３年度静岡市下水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

41 

静岡市食品衛生検査施設の設備及び職

員の配置に関する基準を定める条例の

制定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

42 

静岡市行政手続等における情報通信の

技術の利用に関する条例の一部改正に

ついて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

43 
静岡市附属機関設置条例の一部改正に

ついて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

44 
静岡市職員定数条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

45 
静岡市職員の給与に関する条例の一部

改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

46 

静岡市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例の一部改正につい

て 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

47 静岡市手数料条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

48 
静岡市介護保険条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

49 
静岡市市民文化会館条例の一部改正に

ついて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

50 静岡音楽館条例の一部改正について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

51 

静岡市生涯学習施設条例の一部改正に

ついて 

 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

52 

静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設

条例の一部改正について 

 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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53 

静岡市放課後児童健全育成事業の設備

及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ × × 

54 
静岡市都市公園条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

55 
静岡市道路占用料条例の一部改正につ

いて 
可決 ○ ○ ○ ○ × ○ 

56 
静岡市道路の構造の技術的基準を定め

る条例の一部改正について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

57 
静岡市立学校設置条例の一部改正につ

いて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

58 
静岡市火災予防条例の一部改正につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

59 
静岡市番町市民活動センターの指定管理

者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

60 
静岡市清水市民活動センターの指定管理

者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

61 

静岡市民文化会館及び静岡市民文化会

館前駐車場の指定管理者の指定につい

て 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

62 
静岡音楽館の指定管理者の指定につい

て 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

63 
静岡市東海道広重美術館の指定管理者

の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

64 

静岡市西ケ谷総合運動場、静岡市清水総

合運動場、静岡市中央体育館、静岡市東

部体育館、静岡市北部体育館、静岡市南

部体育館、静岡市長田体育館、静岡市蒲

原体育館並びに清水清見潟公園体育館、

室内プール及びトレーニング室の指定管

理者の指定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

65 

静岡市城北運動場、静岡市清水長崎新田

スポーツ広場、静岡市有度山総合公園運

動施設テニスコート及び静岡市有度山総

合公園運動施設ターゲットバードゴルフ・

グラウンドゴルフ場の指定管理者の指定

について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

66 

静岡市清水ナショナルトレーニングセンタ

ー、静岡市清水蛇塚スポーツグラウンド、

静岡市清水庵原球場並びに清水日本平

運動公園球技場及び庭球場の指定管理

者の指定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

67 
静岡市駿府城ラン・アンド・リフレッシュス

テーションの指定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

68 
静岡市中央福祉センターの指定管理者の

指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

69 

静岡市清水社会福祉会館及び静岡市清

水中央老人福祉センターの指定管理者の

指定について 

 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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70 

静岡市老人福祉センター、静岡市老人憩

の家及び静岡市世代間交流センターの指

定管理者の指定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

71 
静岡市静岡老人ホーム及び静岡市救護

所の指定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

72 
静岡市清水松風荘の指定管理者の指定

について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

73 
静岡市飯田いほはら児童館の指定管理

者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

74 

静岡市清水ひびきワーク、静岡市清水な

ぎさホーム、静岡市清水うなばら学園及

び静岡市清水うしおワークの指定管理者

の指定について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

75 
静岡市清水みなとふれあいセンターの指

定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

76 
静岡市心身障害児福祉センター「いこい

の家」の指定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

77 
静岡市清水うみのこセンターの指定管理

者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

78 
静岡市東部勤労者福祉センターの指定管

理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

79 
静岡市工芸と歴史の体験施設「駿府匠

宿」の指定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

80 
静岡市湯ノ島温泉浴場の指定管理者の

指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

81 
静岡市清水西里温泉浴場の指定管理者

の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

82 
静岡市ふれあい健康増進館の指定管理

者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

83 
静岡市梅ケ島コンヤの里レクリエーション

施設の指定管理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

84 
清水港船宿記念館の指定管理者の指定

について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

85 
静岡市由比本陣施設の指定管理者の指

定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

86 

駿府城公園「東御門・巽櫓、坤櫓、日本庭

園及び茶室」の指定管理者の指定につい

て 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

87 
静岡市あさはた緑地交流広場の指定管

理者の指定について 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

88 
静岡へリポートの指定管理者の指定につ

いて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

89 包括外部監査契約の締結について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

91 

静岡市指定居宅サービス等の事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

92 

静岡市指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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93 

静岡市指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

94 

静岡市指定介護老人福祉施設の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

95 

静岡市介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

96 

静岡市介護医療院の人員、施設及び設備

並びに運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

97 

静岡市指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

98 

静岡市指定介護予防サービス等の事業

の人員、設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める

条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

99 

静岡市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例の一

部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

100 

静岡市指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

101 

静岡市養護老人ホームの設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

102 

静岡市特別養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

103 

静岡市軽費老人ホームの設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

104 

静岡市児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

105 

静岡市指定障害福祉サービスの事業等

の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

106 

静岡市障害福祉サービス事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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107 

静岡市指定障害者支援施設等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

108 

静岡市障害者支援施設の設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

109 

静岡市指定通所支援の事業等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

110 

静岡市指定障害児入所施設等の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

111 

静岡市地域活動支援センターの設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部

改正について 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

112 

静岡市福祉ホームの設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正につい

て 

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（５） ３月11日提出、同日議決【人事案件】（３件） 
議
案
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

113 静岡市副市長の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

114 静岡市教育委員会委員の任命について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

115 静岡市監査委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 議員提出議案 

（１）３月 11日提出、同日議決（１件） 

発
議
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 
静岡市議会委員会条例の一部改正につ

いて 
可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 請願 

（１）３月11日議決（１件） 

請
願
番
号 

議案名 結果 
自
民
党 

志
政
会 

公
明
党 

創
生
静
岡 

共
産
党 

緑
の
党 

１ 清水庁舎移転に関する請願 不採択 × × × ○ ○ ○ 

 

  



19 

 

【総括質問一覧】 

 

 

令和２年６月定例会総括質問通告一覧 

●６月 29日（月） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

１ 大村 一雄 

自民党 

一括質問 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応と今後の市政運営について 

２ 今後のまちづくりについて 

（１）静岡都心のまちづくりについて 

（２）清水都心のまちづくりについて 

２ 風間 重樹 

創生静岡 

一括質問 

１ 新型コロナウイルス感染症に関する本市の姿勢について 

（１）新型コロナウイルス感染症に関する本市の姿勢について 

２ 清水庁舎・海洋文化・歴史文化施設建設事業について 

（１）３事業の「一時停止」について 

（２）清水庁舎の移転について 

（３）海洋文化施設の建設について 

３ 桜ヶ丘病院の移転について 

（１）桜ヶ丘病院の移転について 

４ 現清水庁舎の耐震性能と補強計画案について 

（１）現清水庁舎の耐震性能と補強計画案について 

３ 井上 智仁 

公明党 

一括質問 

１ コロナ影響下における今後の見通しについて 

（１）今年度の見通しについて 

（２）来年度以降の見通しについて 

（３）総合戦略について 

２ 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止について 

（１）検査体制・医療体制の充実について 

（２）施設に対する感染拡大防止支援について 

（３）新しい生活様式について 

（４）避難所等における感染症対策について 

３ 経済対策について 

（１）本市の経済状況について 

（２）経済支援について 

４ 教育支援について 

（１）学力保障について 

（２）学校における感染拡大防止策について 

（３）学校のＩＣＴ化推進について 

４ 杉本 護 

共産党 

一括質問 

１ 新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策について 

（１）中小企業・小規模企業などに対する給付事業について 

（２）国民健康保険の傷病手当金について 

（３）個人事業主の傷病手当金について 

（４）就学援助世帯への給食費補助について 

●６月 30日（火） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

５ 池邨 善満 

志政会 

一括質問 

１ 新型コロナウイルスへの対応策について 

（１）新型コロナウイルス感染症状況を示す指標について 

（２）感染者の症状に応じた受入体制について 

（３）徹底した検査体制の確立について 

（４）継続して事業が行える施設整備、ルール作り等への支援策について 

（５）本市の危機管理について 

２ 総合計画等の事業の見直しについて 

（１）財政の立て直しについて 

（２）後期実施計画の見直しについて 

（３）戦略的広報について 

６ 安竹 信男 

創生静岡 

一問一答 

１ 静岡市歴史文化施設建設の推進について 

２ 静岡市文化財資料館について 

３ リニア中央新幹線建設工事静岡工区未着工の諸課題について 

 

質問に対する答弁は、会議録検索システム等から、会議録をご覧ください。 
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発言順序 議員氏名・会派 件        名 

７ 寺尾 昭 

共産党 

一括質問 

１ 今後の新型コロナウイルス感染拡大防止対策について 

（１）予防とＰＣＲ検査体制について 

（２）医療体制について 

８ 松谷 清 

緑の党 

一括質問 

１ コロナ危機と気候危機そしてグリーンニューディールについて 

（１）コロナ危機と気候危機 

（２）三次総における事業の見直し 

（３）コロナ対策の中間的検証 

２ 消防局・消防団の現状と課題について 

（１）消防局におけるコロナ対策と課題 

（２）消防団改革 

９ 内田 隆典 

共産党 

一括質問 

１ 清水庁舎移転計画について 

２ 桜ヶ丘病院の移転計画について 
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令和２年９月定例会総括質問通告一覧 

●９月 23日（水） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

１ 遠藤 裕孝 

自民党 

一括質問 

１ 大規模事業の見直しの結果について 

２ 清水みなとまちづくりグランドデザインの実現について 

 

２ 水野 敏夫 

志政会 

一括質問 

１ 財政について 

（１）新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた今後の財政見通しについて、どのよう

に考えているか 

２ 財源確保について 

（１）中小企業支援について 

（２）働き方改革について 

（３）アセットマネジメントについて 

３ 風間 重樹 

創生静岡 

一括質問 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）改正労働施策総合推進法について 

（２）市長の説明責任について 

２ 令和３年度の予算について 

（１）新型コロナウイルス感染症による本市経済への影響について 

（２）令和３年度の予算編成について 

３ 歴史文化施設建設事業について 

４ 新清水庁舎整備事業について 

５ 海洋文化施設整備事業について 

６ 桜ヶ丘病院について 

７ 現清水庁舎の耐震性能と補強計画案について 

４ 山梨 渉 

公明党 

一括質問 

１ エスパルスホームスタジアムについて 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）感染防止対策について 

（２）経済対策について 

３ 行政のデジタル化について 

（１）行政サービスのデジタル化について 

（２）オープンデータの利用促進について 

４ 障がい者支援について 

５ 高額療養費の支給制度について 

５ 加藤 博男 

公明党 

一括質問 

１ 市民に寄り添う行政サービスについて 

（１）静岡市ＬＩＮＥ公式アカウントについて 

（２）おくやみ窓口について 

（３）成年後見支援センターについて 

２ 販路拡大支援について 

（１）新しい生活様式にあわせた販路拡大の支援について 

３ 浸水対策について 

（１）浸水対策推進プランについて 

４ 日本遺産について 

（１）日本遺産認定について 

（２）日本遺産を活用した事業について 

 

●９月 24日（木） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

6 宮城 展代 

自民党 

一括質問 

１ ポストコロナの社会について 

２ コロナ禍の中の子育て支援について 

（１）子育て世帯へのサポートについて 

（２）妊婦への支援について 

（３）保育士等への支援について 

３ 中山間地域の光回線整備について 

４ 静岡駅南口について 

（１）南口駅前広場再整備の検討状況について 

７ 杉本 護 

共産党 

一括質問 

１ 新型コロナウイルス感染症対策について 

（１）中小企業・小規模企業への支援について 

（２）文化・芸術活動への支援について 

（３）少人数学級の実現について 
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発言順序 議員氏名・会派 件        名 

８ 寺澤 潤 

自民党 

一括質問 

１ （仮称）「駿河学びのまちづくりグランドデザイン」策定事業について 

２ 各種選挙に向けた投票率向上への取組みについて 

９ 安竹 信男 

創生静岡 

一問一答 

１ 茶生産の現状と支援策について 

２ 本市における森林管理について 

10 佐藤 成子 

志政会 

一括質問 

１ 静岡市のまちづくりの展望について 

（１）コロナ禍における５大構想について 

２ 男女共同参画社会推進について 

（１）コロナ感染症拡大の中の役割分担について 

（２）２０２０３０について 

（３）「静岡市職員のための子育て・女性活躍支援プラン」について 

 

●９月 25日（金） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

11 松谷 清 

緑の党 

一括質問 

１ コロナ対策及び大規模公共事業について 

（１）検査体制等について 

（２）介護施設等について 

（３）大規模公共事業について 

２ リニア中央新幹線と南アルプス・大井川について 

12 内田 隆典 

共産党 

一括質問 

１ 清水庁舎移転計画凍結について 

２ 海洋文化施設について 

３ 桜ヶ丘病院について 
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令和２年 11月定例会総括質問通告一覧 

●12月２日（水） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

１ 山梨 渉 

公明党 

一括質問 

１ 脱炭素社会の実現について 

２ 風間 重樹 

創生静岡 

一括質問 

１ 令和３年度の予算編成について 

（１）令和３年度の予算編成について 

（２）清水庁舎整備等事業について 

（３）海洋文化施設整備事業について 

２ 桜ヶ丘病院について 

（１）桜ヶ丘病院について 

３ 現清水庁舎の耐震性能と補強計画案について 

（１）現清水庁舎の耐震性能と補強計画案について 

３ 松谷 清 

緑の党 

一括質問 

１ 気候非常事態宣言と静岡市の対応について 

（１）政府の方針転換 

（２）再生可能エネルギー 

（３）推進体制 

２ コロナ感染拡大と市政運営について 

４ 大石 直樹 

公明党 

一括質問 

１ 交通安全について 

（１）急発進等抑制装置普及について 

（２）ドライブレコーダー普及について 

２ 食について 

（１）食品ロスについて 

（２）学校給食について 

３ 市営住宅について 

（１）入居条件について 

５ 杉本 護 

  共産党 

一問一答 

１ 新型コロナウイルス感染症経済対策について 

（１）中小企業・小規模企業への支援について 

２ 高齢者の認知症対策について 

（２）高齢難聴者の補聴器補助について 

６ 畑田 響 

自民党 

一括質問 

１ スポーツの推進について 

（１）健康で豊かな生活の実現に向けたスポーツの推進について 

（２）ベルテックス静岡との連携について 

２ 文化の振興について 

（１）登呂エリアにおける文化資源の活用による誘客について 

（２）旧マッケンジー住宅の活用について 

３ 駅南地域の賑わいについて 

（１）静岡駅南口周辺のまちづくりについて 

（２）日出町高松線の整備について 

（３）大浜公園の再整備について 

 

●１２月３日（木） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

７ 稲葉 寛之 

志政会 

一括質問 

１ 新型コロナウイルスの感染者や医療従事者などへの誹謗中傷対策について 

２ 観光資源の維持について 

（１）三保松原の保全と再生について 

３ 自然災害へのソフト的な備えについて 

（１）水害ハザードマップの活用について 

（２）発災時の対応について 

８ 寺尾 昭 

共産党 

一括質問 

１ 新型コロナウイルス感染拡大による学校と家庭への影響とその対応について 

（１）学校における感染防止対策 

（２）学校と家庭における学習指導について 

（３）今後の対策について 

９ 安竹 信男 

創生静岡 

一問一答 

１ リニア建設と環境保全について 

２ 森林管理と太陽光発電事業について 

３ 林道井川雨畑線の整備状況と南アルプス南部地域の連携について 
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発言順序 議員氏名・会派 件        名 

10 島 直也 

自民党 

一括質問 

１ ポストコロナにおける経済対策について 

２ 積極的な情報発信について 

３ 業務効率化に向けたＩＣＴの活用について 

11 長島 強 

公明党 

一括質問 

１ マイナンバーカードについて 

（１）マイナンバーカードの取得状況と交付体制について 

２ 静岡市健康長寿のまちづくり計画について 

３ シェアサイクルについて 

（１）シェアサイクル事業について 

４ 麻機遊水地について 

（１）あさはた緑地について 

12 佐藤 成子 

志政会 

一括質問 

１ 地球温暖化について 

（１）現行の地球温暖化対策実行計画における取組と今後について 

（２）ごみの減量対策について 

２ 静岡市の考える高等教育について 

（１）高等教育の充実について 

 

●１２月４日（金） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

13 尾崎 行雄 

自民党 

一括質問 

１ オクシズの環境保全と地域振興について 

（１）オクシズの森林と清流の保全について 

（２）オクシズ地域の振興策について 

２ 学校給食とお茶の愛飲促進について 

（１）学校給食について 

（２）学校でのお茶の愛飲促進について 

14 牧田 博之 

自民党 

一括質問 

１ 清水都心地区の都市計画と「清水みなとまちづくりグランドデザイン」について 

（１）都心地区都市計画の経緯と今後の取組み 

（２）「都心地区」の対象範囲について 

（３）民間投資誘導の考え方について 

２ 中山間地・奥清水の活性化について 

（１）地域活性化のためのスマートＩＣ開設に向けて 

（２）清水森林公園の再整備について 

（３）小中一貫教育に併せた自然の家の再整備について 

（４）総合的な活性化施策の展開について 

15 内田 隆典 

共産党 

一括質問 

１ 清水庁舎について 

２ 桜ヶ丘病院について 

３ 地域医療構想について 
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令和３年２月定例会総括質問通告一覧（代表質問） 

●２月 22日（月） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

池谷 大輔 

自民党 

１ 市長の政治姿勢 

（１）コロナにおける市政運営について 

（２）規制緩和について 

（３）デジタル化の推進について 

２ コロナ対策事業について 

３ 令和３年度の主要事業について 

（１）市民生活の安全安心について 

（２）地域経済の活性化について 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池邨 善満 

志政会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）施政方針について 

２ 自治体経営の基盤強化 

（１）コロナ対策について 

（２）行財政改革について 

（３）重点事業計画等の策定 

３ 安心・安全・環境 

（１）健康・福祉 

（２）防災・消防 

（３）生活・環境 

４ ひと 

（１）文化・スポーツ 

（２）子ども・教育 

５ 賑わい・活気 

（１）観光・交流 

（２）商工・物流／産業経済 

（３）農林水産 

６ まち 

（１）都市・交通 

 

●２月 24日（水） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上 智仁 

公明党 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公明党静岡市議会都市デザイン 2021－2024について 

（１）市政運営について 

（２）予算編成について 

２ 誰からも「信頼」されるまちづくりについて       

（１）行政基盤について 

（２）各機関等との連携について 

３ 未来を担う「ひと」づくりについて 

（１）教育・子育てについて 

（２）地域の担い手の育成について 

（３）文化・芸術・スポーツについて 

４ あしたの「希望」を届けるまちづくりについて 

（１）社会基盤について 

（２）地域経済の活性化について 

（３）環境保全について 

５ 全ての人に「安心」を届けるまちづくりについて 

（１）誰も置き去りにしないまちについて 

（２）防災・減災の強化について 

（３）医療体制の充実について 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

石井 孝治 

創生静岡 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市長の政治姿勢について 

（１）リーダーシップについて 

（２）連携について 

２ 市政運営について 

（１）健全な行財政の推進について 

（２）行政運営について 

（３）働く環境整備について 

３ 住みやすく生活を大切にする街づくり 

（１）生活環境について 
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発言順序 議員氏名・会派 件        名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）開発事業について 

（３）環境保全について 

４ 愛郷心を育て発展する街づくり 

（１）拠点づくりについて 

（２）各区の特色について 

（３）施設整備について 

（４）子どもに係る施策について 

（５）地域経済への支援について 

５ 安心安全で持続する街づくり 

（１）コロナ対策について 

（２）桜ヶ丘病院の移転新築について 

（３）安全対策について 

 

令和３年２月定例会総括質問通告一覧（個人質問） 

●２月 25日（木） 

発言順序 議員氏名・会派 件        名 

１ 寺尾 昭 

共産党 

一括質問 １ 田辺市長の政治姿勢について 

（１）５大構想について 

（２）平和行政について 

（３）来年度の国保料据え置き案について 

２ 新型コロナウイルス感染拡大防止策について 

（１）ＰＣＲ検査体制の拡充について 

（２）保健所機能の強化について 

３ コロナ禍における市民負担のさらなる軽減策について 

（１）水道料金の減免について 

２ 風間 重樹 

創生静岡 

一括質問 １ 高橋雨水ポンプ場について 

（１）高橋雨水ポンプ場について 

２ 桜ヶ丘病院の移転について 

（１）桜ヶ丘病院の移転について 

３ 新清水庁舎について 

（１）新清水庁舎について 

３ 杉本 護 

共産党 

一問一答 １ 中小企業・小規模企業への支援について 

（１）エール静岡事業の拡充について 

２ コロナ禍の福祉施策について 

（１）ひとり親家庭の医療費助成制度について 

（２）重度心身障害者医療費窓口負担について 

（３）妊産婦医療費助成制度について 

４ 安竹 信男 

創生静岡 

一問一答 １ 新静岡インターチェンジ周辺のまちづくりについて 

２ オクシズの地域資源を活かした観光拠点づくりについて 

３ 「弥次さん喜多さん駿州の旅」日本遺産について 

５ 

 

 

松谷 清 

緑の党 

一括質問 １ 市長の政治姿勢について 

２ 新型コロナ感染症対策について 

３ リニア中央新幹線について 

４ がん対策について 

５ 高等教育について 

６ 

 

 

内田 隆典 

共産党 

一括質問 １ 三保・折戸こども園統合・民営化について 

２ 清水庁舎について 

３ 桜ヶ丘病院移転計画について 
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【総括質問に対するその後の対応状況】 

令和元年度における総括質問のうち、市議会だよりに掲載された質問について、１年経過した令和元

年度における市当局の対応状況。（令和２年 12月末時点） 

市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

令和元年６月定例会 

清水庁舎

の移転建

て替え 

 清水庁舎の移転計画につ

いて、４月７日の市長選挙

の際の新聞社による出口調

査の結果、清水区では賛成

27.8％に対し 、反対は

50.7％、市全体でも賛成

が 27.9％に対し、反対が

42％に上ったと報道され

た。 

 この結果を受けて、改め

て庁舎の移転計画を見直す

べきではないか。 

 新庁舎の建設に関しては、有識者や市民委員で組織す

る新清水庁舎建設検討委員会において議論を重ね、平

成 29年度に新清水庁舎基本構想、30年度に新清水庁

舎基本計画を策定し、公表している。 

 また、これまでにタウンミーティングのほか、多様な団

体からのヒアリングや、パブリックコメントの実施など、

多くの市民意見を聴取し反映させてきたことから、出口

調査の結果を受けて移転計画を見直す予定はない。 

 清水庁舎の移転は、コロナ禍の影響を

受け、事務手続きを一時停止している。

今後、ポストコロナ時代を見据えた新し

い庁舎について、デジタル化によっても

たらされる行政サービスの変化や、感染

症対策に対応したオフィスのあり方の調

査、研究を行う。 

再犯防止

推進法制

定に伴う

取組 

 平成 28 年 12 月に再犯

の防止等の推進に関する法

律（再犯防止推進法）が施

行された。 

 この法では、再犯防止等

の施策推進に関する計画を

定めるなど地方自治体の責

務も示されている。この法

の施行を受け、今後どのよ

うに取り組んでいくのか。 

 令和元年６月 12 日に矯正施設の所在する市町村間

で、矯正施設所在自治体会議設立総会が開催され、市長

が出席した。会議では矯正施設との連携の重要性が示さ

れ、連携の第一歩として、施設に収容された方の社会復

帰に向けた支援策等の現状を把握するため、市長が市

内矯正施設を訪問する予定である。再犯防止に関わる施

策は、幅広い分野にまたがっているため、関係部局が主

体的に施策を整理したうえで、外部の関係機関と連携を

図りながら検討を進めていく。 

 令和元年７月から 10月に市長が市内

３か所の矯正施設を訪問し、施設職員と

情報共有や意見交換を行った。 

 令和２年度は市の関係部局で構成す

る庁内の会議と、国の関係機関、民間支

援団体、学識経験者等からなる附属機

関とを立ち上げ、並行して審議を進めて

おり、年度内に静岡市再犯防止推進計

画を策定する予定である。 

「100日プ

ログラム」

まちかどピ

アノ 

 市長マニフェスト 2019

「100 日プログラム」の一

つであるまちかどピアノの

目的と概要はどのようなも

のか。 

 本市では30年度から、まちは劇場パフォーマンススポ

ットを８か所設けている。 

 まちかどピアノは、まちなかに誰でも自由に弾けるピア

ノを設置することで、音楽に親しむ場が生まれ、多くの人

に表現の場を提供する新たなパフォーマンススポットと

して進めていく。ここでは、ピアノを弾く人と聴く人の交

流も期待でき、また、ピアノの音に足を止めることで、ま

ちに対する新たな気づきも生まれるなど、まちに活気を

生み出すことを目指していく。 

 本市第１号のまちかどピアノは、玉川小学校で使用して

いたピアノを再利用し、清水駅前銀座商店街に常設す

る。 

 現在は清水駅前銀座商店街に設置し

ている。 

 利用者は子供からお年寄りまでと幅

広く、県外からストリートピアノ目当てで

来静する方もいる。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴い一

時利用を中止したが、感染対策を施すこ

とで利用を再開した。 

 今後はさらなる増設に向け、設置場所

の検討および関係各所との調整を行っ

ていく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

アセットマ

ネジメント

の方向性 

 施設の長寿命化の取組だ

けでは公共施設等の維持管

理費の抑制は困難と思われ

るが、統廃合等も含めた今

後のアセットマネジメントの

方向性をどのように考えて

いるのか。 

 アセットマネジメント基本方針が掲げる「健全で持続可

能な都市経営の実現」を図るため、長寿命化の取組のみ

ならず、統合や複合化、民営化を進めるとともに、役割

を終えたと判断できる施設は廃止とするなど、総資産量

の適正化の取組をさらに推進していく必要がある。そこ

で、施設を取り巻く課題を多角的な観点から検討しなが

ら、今後の統廃合等に向けた議論を進めていく。 

 統廃合等を進めるには市民の皆さんの理解と協力が

不可欠であるため、施設の利用者や地域住民の皆さん

の視点に立ち、取組の必要性について丁寧に説明し進め

ていく。 

 ３次総実施計画の見直しや予算編成作

業のタイミングで、施設所管課とアセッ

トマネジメント推進課が施設の運営状況

や市民ニーズの変化等を共有しながら、

中長期的な視点で対応に関する検討を

行っている。 

 また、令和２年２月には、市民向けの説

明の機会として、特徴的な取組を行って

いる新潟市の担当職員（係長）を講師に

招き、事例を交えつつアセットマネジメ

ントの必要性を周知・啓発するための講

演会を開催した。 

 具体的な統廃合の事例としては、三保

こども園と折戸こども園の統合・民営化

（令和３年４月開園予定）や、和田島小学

校・西河内小学校・中河内小学校・両河

内中学校の小中一貫校化（令和４年度

開校予定）を進めており、引き続き総資

産量の適正化に取り組んでいく。 

安倍川花

火大会 

 安倍川花火大会の歴史を

市はどのように認識し、今

後の安定的な実施について

どう考えているのか。 

 花火大会は昭和28年に市民団体により戦没者慰霊と

戦後復興への祈りを込めて東海花火大会として始まり、

安倍川花火大会の名称となった後も観光行事として発

展を遂げた。現在、５学区の地域住民からなる安倍川花

火大会本部が実施し、多くの方に感動を与える催しとし

て定着していることは、住民主役のまちづくりにおいて

大変意義深いと認識している。 

 市としては観客の安全確保が大会の安定的な運営に

繋がると考え、警備体制の構築のため、平成 29 年度よ

り財政的支援を強化してきた。今後も大会本部を始め、

関係機関と連携・協力し、安定的に実施されるよう努め

ていく。 

 安倍川花火大会の安定的な大会運営

や安全な開催に向け、引き続き財政的

支援を行う。 

 大会本部をはじめ警察、消防、保健所

など各関係機関と連携を強化していく。 

 また、イベントの開催に必要な感染症

対策に係る経費への助成を実施する。 

保育士等

の処遇改

善 と 配 置

基準の見

直し 

 幼児教育の無償化により

生まれる財源はどの程度

か。その財源を保育士等の

賃金改善に活用すべきと考

えるがどうか。また、保育士

等の配置基準の見直しの考

えはあるか。 

 幼児教育の無償化に伴い、市が独自に軽減してきた保

育料の負担がなくなることや、令和元年度は地方が負担

する経費を全額国費で賄われることから、約 11 億

2,400 万円の財源が生まれると見込んでいる。この財

源は、国の方針を踏まえ、地域における子育て支援の更

なる充実などに活用していく。 

 なお、保育士等の処遇改善については、市独自の処遇

改善策を継続的に実施していく。また、保育士等の配置

基準の見直しについてはこれまでも基準改善や財政措

置等を国に要望している。今後も現状の国基準より手厚

い市独自の配置基準の運用を維持していく。 

 保育士等の処遇改善については、雇用

の確保と安定的・継続的に働くことがで

きるよう、市独自の処遇改善を継続して

実施している。 

 保育士等の配置基準については、市独

自の配置基準を維持し質の高い教育・

保育を実施している。 

 なお、職員配置の充実に向けて配置基

準の見直しを今後も国に要望していく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

中央卸売

市場青果

部の取扱

量減少 

 中央卸売市場青果部の取

扱数量の減少が著しいが、

この原因をどう捉えている

か。平成 25 年の青果の卸

売業者の合併が、減少要因

の一つではないのか。 

 主に三つの要因が考えられる。①高齢化等による農業

従事者の減少に伴う国内生産量の減少、②産直取引や

契約栽培、ネット通販等による市場外流通の増加、③単

身世帯や高齢世帯、共働き世帯の増加に伴う外食や加

工食品等のニーズの高まりによる最終消費の形態の多

様化に市場が対応しきれていないことである。 

 合併は、市場を取り巻く環境の変化に対応し、経営力

の強化を図るためと伺っている。今後も経営力を一層高

め、消費者に安全・安心な生鮮食料品を安定的に提供す

る役割を果たしてくれることを期待している。 

 平成 30 年の青果部取扱高は、数量、

金額ともに前年比 80％程度だったが、

令和元年及び２年の取扱数量は、いず

れも前年比 98％と大幅に改善されて

いる。金額についても、元年は前年比

90％まで改善し、２年には、新型コロナ

ウィルス感染症拡大によるいわゆる巣

ごもり需要の影響等により、前年比

102％と増加に転じている。 

 ２年６月には、改正後の静岡市中央卸

売市場業務条例の施行により、規制の

見直し等を行っていることから、取引の

一層の活性化が期待される。 

国民健康

保険料の

負担軽減

策 

 保険料の負担軽減に向

け、国民健康保険財政への

更なる公費投入が必要と考

えるが、公費投入に関する

指定都市市長会等から国へ

の要望について、市はどの

ような現状認識のもとで要

望しているのか。 

 国民健康保険制度は他の医療保険制度と比較して、高

齢者や低所得者の加入割合が高いという構造的な問題

を抱え、また、高齢化の進展や医療の高度化に伴う医療

費の増加により、非常に厳しい財政状況にあると認識し

ている。先般の医療保険制度改革における公費拡充や

都道府県単位化により、一定の効果はあったものの、根

本的な解決に至らず、その対策が急務である。 このた

め、これら国民健康保険制度が抱える問題の解決に必要

な財政措置の実施を国に要望しているところである。 

 国民健康保険は、構造的な問題を抱え

ており、変わらず非常に厳しい財政状況

にある。 このため、問題の解決に必要

な財政措置の実施を引き続き国に要望

している。 

静岡県知

事 と 静 岡

市長のトッ

プ会談 

 静岡県との連携にあたっ

ては、職員間の協議の上

に、トップ同士の意思決定

が事業推進の牽引力とな

る。市長が選挙の翌日に県

知事と面談を行ったことは

この姿勢の表れと思うが、

県と市のトップ会談の必要

性をどのように認識してい

るのか。 

 県との連携強化については、これまでも県・市地域政

策会議をはじめ、県と市の共通する課題に対して所管部

局を中心とした実務レベルでの協議を進めてきた。今後

も引き続き密接な連携・調整を図っていく。 トップ会談

については、トップ同士の協議が必要と思われるハイレ

ベルな案件について、実務レベルでの調整によりお互い

の共通理解が図られた上で臨むべきものと認識してい

る。 

 県との連携については、県と市の共通

課題を所管する部局を中心に実務レベ

ルで進めている。 情報の共有や協議・

調整を行うなど、引き続き、県と市の連

携を図っていく。 

南海トラフ

地震への

市の対応

方針 

 国の南海トラフ地震防災

対策推進基本計画の変更

で位置づけられた事前避難

の内容と、市の今後の取組

はどのようなものか。 

 令和元年５月に国の計画が変更され、東西にのびる南

海トラフ沿いの想定震源域の片側でマグニチュード８以

上の地震が発生し、更に連続して巨大地震が発生するお

それが高まった場合、南海トラフ地震臨時情報が発表さ

れることとなった。本市を含む防災対策推進地域の自治

体には後発地震への警戒措置が指示され、津波からの

避難が特に困難で避難を継続すべき区域に対し、１週間

の事前避難を促すこととなる。 

 今後は県が現在策定を進める事前避難に関するガイド

ラインの方向性を見据えながら、本年度中に行動計画を

含めた対応方針案をまとめ、本市の地域防災計画にも登

載していく。 

 令和２年２月に公表の県版ガイドライ

ンでは、津波からの避難が困難な地域・

住民には、「1週間の事前避難」が必要と

された。 

 地域防災計画では、令和２年１月に津

波浸水想定区域を事前避難対象地域と

し、令和３年１月に事前避難の受入場所

を定めたところである。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

リニア新幹

線 建設 に

伴う対応 

 南アルプスユネスコエコパ

ークの自然環境がリニア新

幹線建設工事により壊され

ることがあってはならな

い。そこで、作業員宿舎建

設などの関連工事における

ＪＲ東海の環境保全措置の

実効性をどう担保していく

のか。 

 また、工事車両の増加に

伴う県道三ツ峰落合線の安

全対策はどなっているの

か。 

 専門家の調査によりＪＲ東海が移植した希少植物等の

状況把握を進めているほか、工事の進捗に合わせ、必要

に応じて静岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会へ

の意見聴取や職員の現地確認など適切に対応していく。 

 県道の安全対策は、幅員が狭く急カーブも多いため道

路改良などを実施するとともに、退避所や注意喚起を促

す路面標示の設置などの検討も進めていく。また、ＪＲ東

海に対しても安全教育の徹底を指導していく。 

 環境保全措置の実効性の担保につい

ては、専門家による南アルプス環境調査

や市職員による現地調査を実施し、引

き続き移植・播種された希少植物及び

作業員宿舎ヤード等における環境保全

措置の現況把握を進めている。 

 県道の安全対策については、道路改良

や法面対策、舗装などの工事を実施し

ており、安全性向上のため積極的に事

業を推進している。またＪＲ東海に対し

ても、工事関係者への安全教育の徹底

について指導している。 

石部・用宗

海岸の環

境整備 

 石部・用宗海岸における

養浜事業の効果と砂浜化へ

の取組についてどう考える

か。養浜事業を所管する経

済局と人を呼び込む観光交

流文化局が連携すること

で、交流人口増加等に向け

た課題を解決していけるの

ではないか。 

 石部・用宗海岸では平成 17 年度から養浜事業に着手

し、安倍川から毎年約１万立方メートルの砂利を搬入し

ており、徐々にではあるが浜辺が回復し、市民の憩いの

場としての利用機会も増えている。また、夏場には海水

浴場としても利用されており、砂浜化への要望も聞いて

いる。今回、経済局と観光交流文化局が連携して、海水

浴場予定地において養浜事業により試験的に砂を搬入

し、砂浜化への検証を行う。今後も海岸の保全と、海水

浴場としての利用を踏まえた質の高い海岸になるよう、

局間連携を図っていく。 

 令和元年度当初予算において養浜事

業を計画どおり実施、今後も継続の予

定。また、局間連携により海水浴場予定

地において砂浜化への検証試験を実施

した。結果、利用者の増加が図られ概ね

好評であったものの、海岸への砂の定

着には至らなかった。令和２年度におい

ては、新型コロナの影響により海水浴場

の開催が中止されたが、今後も海岸保

全と海水浴場としての利用を踏まえた

検討を行い局間連携を図っていく。 

液体ミルク

の備蓄 

 災害時における液体ミル

クの有用性をどのように考

えるか。また、災害備蓄品

として今後、液体ミルクを

備蓄する考えはあるか。 

 液体ミルクは、常温保存できることや湯を沸かせない

状況下でも乳児に与えることができるなどのメリットが

あるが、保存期間が半年から１年と短く、高コスト等の課

題もある。 

 現在、本市の備蓄方針では粉ミルクなど保存期間が短

い物資は保管備蓄ではなく、災害時にスーパーやドラッ

グストアなど協定先業者から供給を受け、調達すること

としている。 

 しかし、災害時における液体ミルクの有用性は強く認

識しており、液体ミルクを保管備蓄食とするためには食

品ロスや一般的な認知不足などの課題を解決していく

必要があることから、今後これらを研究していく。 

 液体ミルクの一部には、保存期間が

14 か月に延びたものもあるが、賞味期

限が短く、高コストである点は変わらな

い。このため、引き続き、製品情報や他

市町の備蓄状況等の情報収集に努め

る。 

農薬・殺虫

剤の使用

実態 と 情

報公開 

 農薬等の使用にあたっ

て、学校ではどのような点

に配慮しているか。 

 また、公共施設での農薬

等の使用指針の策定と使

用履歴の情報公開をする考

えはあるか。 

 29 年度に教育委員会から全小中学校へ国からの通知

を周知し、農薬の使用は最小限の区域にとどめ、使用時

間帯、飛散防止等に配慮するよう指導している。なお、こ

の通知で指導されている農薬の使用記録の保存は、約

半数の学校で確認できるにとどまっていたため、改めて

徹底するよう指導していく。 

 使用指針は、国のマニュアルが詳細であり、これを施設

管理者へ周知徹底することで有効に機能すること、他自

治体での策定事例が少ないことなどから市独自で策定

する予定はない。公共施設等での農薬等の使用履歴の

情報公開は、実施に向け検討を進めていく。 

 全小中学校に農薬使用管理簿への記

録の徹底を周知するとともに、農薬使

用管理簿を点検した。今後も定期的に

農薬使用管理簿の点検を実施し、記録

の徹底を指導していく。 

 令和元年度における市有施設の農薬

等の使用状況をとりまとめ、ホームペー

ジにて公開した。今後も、年に一回公表

していく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

が ん 患 者

支援 

 本市では、医療用補整具

の購入等のがん患者への支

援をどのように進めていく

のか。 

 市内のがん診療関係病院やがん患者団体等にヒアリン

グをしたところ、がん治療による外見の変化や経済的負

担は、がんを克服して社会復帰しようとしている方にと

って大きな悩みとなっており、こうした悩みを軽減する

取組が必要であることを把握している。 

 このうち、特にニーズの多かった医療用ウィッグなどの

医療用補整具の購入支援については、静岡市がん対策

推進協議会においてがん患者等関係団体をはじめとす

る各委員の意見を聞きながら、スピード感を持って対応

していく。 

 医療用補整具購入支援等のがん患者

への支援は、市内の地域がん診療連携

拠点病院及びがん患者団体へヒアリン

グを実施したところ、医療用ウィッグ等

医療用補整具購入支援のニーズが高

く、早急な実施が望まれていたことか

ら、令和元年９月補正予算にて事業費を

確保し、令和元年 11 月から「がん患者

医療用補整具購入費助成」を開始した。 

 また、令和２年４月より、「若年がん患

者等生殖機能温存治療費補助」と「若年

がん患者等在宅療養生活支援補助」を

開始した。 

ガバメント

クラウドフ

ァンディン

グ 

 公募により、ＮＰＯ等の公

益性の高い活動をふるさと

納税の使途として登録し寄

附を募る佐賀県方式のガバ

メントクラウドファンディン

グについて、市はどのよう

に考えるか。 

 佐賀県の事例は、ふるさとを応援する気持ちを形にす

るというふるさと納税制度の本来の趣旨に沿った、寄附

者にとって使い道が分かりやすく、共感を得られる先行

事例と捉えている。また、行政の支援が届きにくい公益

性の高い活動に取り組むＮＰＯや地域活動の担い手への

支援と、それぞれの活動の情報発信の機会として有効な

活用事例と受け止めている。 

 今後、佐賀県の事例をはじめ、他の自治体の取組状況

等を調査・研究し、公募型ガバメントクラウドファンディ

ングの新年度からの実施に向けて具体的に検討してい

く。 

 ふるさと応援寄附金等によるＮＰＯ等

指定寄附事業を令和２年度から開始し、

前期・後期、合計 16 団体 17 件の申請

があった。 

 前期後期ともに、受付、審査会を実施

し、合計 15 団体 16 件の事業（目標金

額総計 43,543 千円）をふるさと納税

サイト「さとふる」に掲載した。 

 令和３年１月 22 日現在寄附実績 

399 件 7,298,200 円、目標額達成

事業１件 

パスポート

受取窓口

の休日対

応 

 パスポートの申請は本人

のほか代理の者が行うこと

ができるが、受取時は必ず

本人が窓口に行かなければ

ならない。平日の開庁時間

内に各区役所の受取窓口

に出向くことが難しい人も

多いと思われ、多くの政令

指定都市では日曜日にも受

取窓口が開設されている。 

 本市のパスポート受取窓

口の休日対応について、ど

のように考えているのか。 

 利用者の利便性の向上につなげるため、現在、各区や

委託業者と調整を行いながら、令和元年度中に月１回程

度の休日の窓口対応を開始できるよう検討を行ってい

る。 

 令和元年９月より、月に一度日曜日に

開庁し、パスポートの交付を行ってい

る。 

教育文化

の拠点づく

り 

 草薙・東静岡地区の「教育

文化の拠点づくり」で目指

す姿はどのようなものか。 

 本市におけるまちづくりの基本的な考え方は、地域に

ある資源を見つけ磨き上げることである。草薙・東静岡

地区には、大学をはじめ今後ますます発展が期待できる

地域資源があり、市全体の教育文化の向上につながる

先駆的な地区であると考える。 今後、さらに高齢化が

進み、ますます高齢者の活躍する場が拡大する中で、本

市として、草薙・東静岡地区を単なる若者のまちにとど

めるのではなく、リカレント教育も含めた幅広い教育と

いう視点に立った、生涯にわたる教育文化拠点としての

姿を目指していく。そして、市内の他地区はもとより、他

都市の見本となるようなモデル地区として発展するよう

支えていく。 

 東静岡・草薙地区においては、現在、

およそ20年先のまちの将来像を示す、

「駿河まなびのまちづくりグランドデザ

イン」を策定中であり、令和２年度完成

を予定している。  また、草薙地区で

は、更なる交通結節機能の向上を図る

ため、JR 草薙駅北口駐輪場の整備を進

めるとともに、まちづくりの主体である

都市再生推進法人草薙カルテッドによ

るエリアマネジメントや地元学生を対象

とした「草薙地区まちづくりインターンシ

ップ」等の取組を引き続き支援してい

く。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

中小企業

への支援 

 静岡市中小企業・小規模

企業振興条例を通じてどの

ように中小企業を支援して

いくか。 

 中小企業・小規模企業振興条例の策定にあたり、理念

にとどまらず、中小企業に寄り添い真に中小企業の支え

になる、実効性に重きを置いた条例とすることに注力し

た。 その中で、①即戦力となるシニア世代の就労を促進

するＮＥＸＴワークしずおかの開設や、地元メーカーによ

る市内小学校でのプラモデルづくり体験を通じた子ども

のものづくりへの興味関心を高める取組といった「人材

の確保・育成」、②ＷｅＷｏｒｋを活用した本市中小企業に

関する情報発信や企業同士のビジネスマッチングの促進

による「創業・新規事業の創出」、③設備導入の際の固定

資産税をゼロとする特例の導入による「生産性の向上」

の３つの施策に重点的に取り組んでいく。 

① 「人材の確保・育成」において、まず

「ＮＥＸＴワークしずおか」の取組につい

ては、令和元年度の開始以降、マッチン

グ支援による雇用・就業者数は 310

名、また「ものづくり教育推進事業」は、

平成30年度の開始以降、23校で実施

しており、シニアの就労促進や子どもの

ものづくりへの興味関心の向上につな

げている。② 「創業・新規事業の創出」

において、平成 30 年度以降、We 

Work でのビジネスマッチングにより生

まれた商談件数は 88件となっており、

We Workを活用し、市内中小企業に関

する情報発信や企業同士のビジネスマ

ッチングの促進を図っている。③ 「生産

性の向上」において、事業者が税制支援

を受けることができる「生産性向上特別

措置法に係る先端設備等導入計画の認

定」については、平成 30 年度の認定開

始以降、令和３年２月末現在  484 件

を認定し、市内中小企業等の生産性向

上に向けた積極的な取組を支援してい

る。 

市職員へ

のＳＤＧ ｓ

の 普及啓

発 

 ＳＤＧｓの考え方のもと政

策を進めるためには、職員

のＳＤＧｓへの理解が不可

欠と考えるが、職員への普

及啓発をどのように進めて

いるのか。 

 本市では、平成 31 年３月に職員のＳＤＧｓへの取組姿

勢等を定めた静岡市ＳＤＧｓ実施指針を策定した。 

 この指針に基づき、令和元年度から職員の職位別の必

修研修にＳＤＧｓの科目を取り入れたほか、前年度に引き

続き職員向け情報紙を作成し、これまでに 13 回発行し

た。さらに、当初予算編成等においてＳＤＧｓの観点に立

った事業立案を求めるなど、日常業務を通して理解を深

める取組も進めている。 

 今後も職員のＳＤＧｓへの理解度を深め、市民の皆さん

に、より質の高い行政サービスが提供できるよう努めて

いく。 

 ＳＤＧｓ実施指針に基づき、庁内各部局

と連携しながら、職員へのＳＤＧｓの普及

啓発を実施している。 

（主な取組） 

・エスナビによる職員向け研修 

・各局・区等に SDGs 推進委員、各課か

い等に SDGｓ推進員の設置 

・各課で SＤＧｓの 17 の目標を設定し、

所属または個人単位での取組推進 

・ 職 員向け情報紙 「What's your 

SDGs」の発行による情報発信 

令和元年９月定例会 

清水新庁

舎周辺に

おける防

潮堤整備 

 清水新庁舎整備に必要と

なる防潮堤整備は、清水都

心のまちづくりにおいて大

変重要な事業であると考え

るが、完成に向けて静岡県

へどのように働きかけてき

たのか。 

 防潮堤がきちんと整備されれば、津波による被害は著

しく軽減されることは間違いない。 

 整備主体である静岡県は、平成 27 年度に「津波防護

ライン」を定め、一部区間の基本設計や用地取得などを

進めている段階である。 

 新庁舎等を訪れる方だけでなく、今も津波浸水想定区

域内で日々生活されている方々の安心・安全を守るため

にも、一刻も早い防潮堤の整備が必要である。 

 このため、県に対しては、本市で協力できることについ

て相談しながら、県市一体となって進めていく働きかけ

を行っていく。 

 防潮堤整備の実施主体である静岡県

や整備を補助金により支援する国に対

し、本市から早期整備を働きかけてきた

結果、県においては、令和３年度、江尻・

日の出地区の防潮堤整備着手（設計等）

に向け検討をすすめていると伺ってい

る。 

 引き続き、早期の防潮堤整備完了に向

けて、働きかけを続けていく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

桜 ヶ 丘 病

院移転先

の再調整 

 津波浸水想定区域で病院

を建設した場合、津波対策

に伴う建設費の追加や医師

等の確保の課題があること

から、安定的な経営に結び

付くとは考えられない。改

めてＪＣＨＯとの間で移転先

の再調整を行うべきではな

いか。 

 ＪＣＨＯは移転先を発表した際、市民の利便性が高く、

病院へのアクセスも良いことから、安定的な経営ができ

るとしている。 

 一方、現在の桜ヶ丘病院では、医師や看護師など医療

スタッフの確保が大きな課題となっている。 

 このような中、市長が議長とともにＪＣＨＯの理事長を

訪問し、移転方針は変わっていないこと、医師等の確保

などの課題の解決が重要と考えていることを確認した。 

 本市としては、病院が現清水庁舎跡地へ早期に移転で

きるよう引き続き支援していく。 

 平成 29年３月に本市と桜ヶ丘病院を

運営するＪＣＨＯは、同病院の移転先を

現清水庁舎跡地とすることで合意して

いたが、本年４月に同病院院長から庁舎

取り壊しを待たずに清水庁舎前駐車場

（第１駐車場）を提供できないかとの申

し出を受け、同年６月に市から第１・第

２・第３駐車場を提示した。 

 本市とＪＣＨＯは第２・第３駐車場を軸

に検討を進めていたが、同年 10月に行

った協議において、移転先ありきでな

く、清水地域の医療のあるべき姿や同

病院が担う役割等を協議していくこと、

また、そのなかで救急医療に係る役割

については 11 月中にその方向性を示

すことで意見一致したことから、11 月

18 日に清水地域の医療関係機関や県・

市の行政等が参加する協議会を開催

し、同病院をはじめとする各病院の救急

医療に係る役割について協議を行っ

た。 

 当協議では、同病院について、医師の

確保を前提とした救急医療体制の維持

や、現在の稼働病床と同程度である

150床程度の病院規模を確保する方向

性を確認した。この協議会での協議内

容を検証したうえで、移転候補地を４ヵ

所新たに選定し、11 月 26 日に情報提

供を行った。４ヵ所の移転候補地から

JCHO が、清水駅東口公園を最適とし

て、12 月 21 日に基本協定書の締結と

なった。今後も、早期の病院移転に向け

JCHOと協議を進めていく。 

不登校特

例校設置

は必要 に

応 じ て 検

討 

 本市の平成 30 年度の不

登校児童生徒数はどうか。

また、文部科学省が指定す

る不登校児童生徒を対象と

した不登校特例校の設置を

市はどのように考えている

か。 

 30 年度における年間 30 日以上欠席した児童生徒、

いわゆる不登校児童生徒は、小学校 294 名、中学校

790名で、このうち 90日以上欠席した児童生徒は、小

学校 120名、中学校 520名であった。 

 本市としては、まずは現行の教育課程の中で、中学校

での別室対応の充実のほか、適応指導教室や小規模特

認校制度などを一層活用させることで、市内のどこに住

んでいても児童生徒のニーズに応えることができる教育

環境をつくっていき、不登校特例校については、こうし

た環境をつくる取組の中で必要に応じて設置するかど

うかを検討していく。 

 令和２年度、訪問教育相談員の配置を

３名から６名に拡充した。 

 全中学校に別室状況調査、視察を実施

し、優良事例を全校に共有した。 

 全小学校の別室状況調査を実施した。 

 小規模特認校の取組調査を実施した。 

 小規模特認校が導入されていない地

域へ対象校を増やすことを検討した。 

 不登校特例校については、必要に応じ

て設置するかどうかを検討していく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

静岡市型

35 人学級

編制の下

限撤廃 

 静岡市型 35 人学級編制

は１クラスが 24 人以下に

ならないよう下限が設定さ

れているが、教育格差を是

正するため、下限を撤廃し、

早急に少人数学級にすべき

と考えるがどうか。 

 モデル校で下限撤廃の検証事業を行った結果、学力向

上など大きな効果があった。 

また、新しい学習指導要領の全面実施により、今後は子

どもたちの課題を解決する能力などを育成していくこと

が重要となるため、子どもたちの学習への意欲や世の中

への関心を引き出す授業を徹底できる環境の整備や、

特別な支援を要する子どもや不登校の子どもへの対応

など現代的な教育課題への取組が必要であり、このため

には、教員が子ども一人ひとりをよく理解できる環境を

つくる必要がある。 

 これらのことから、２年度から 25 人の下限を撤廃し、

35人学級の完全実施を行う。 

 令和２年度より、「静岡市型35人学級

編制」を完全実施している。この結果、

小学校で 12校 14学級、中学校で４学

校６学級、計16学校20学級で、25人

の下限を撤廃し、35人学級の完全実施

を行っている。 

 更なる少人数指導体制については、国

の動きに注視していく。 

高齢ドライ

バ ー の 交

通安全支

援策 

 高齢ドライバーへの配慮

と支援のため、他自治体で

開始している急発進防止装

置設置費補助制度を本市

でも導入する考えはない

か。 

 ブレーキとアクセルの踏み間違いへの対策として他自

治体で後付けの急発進防止装置の設置費補助を開始し

たことは承知している。一方で国においては、このよう

な安全運転支援装置の性能に関する認定基準の制度化

に向けた検討がなされている状況にある。 

 そのため、市としては国の動向も見ながら、補助の実

施に向けた検討を進めるとともに、高齢者の運転免許証

の自主返納に向けた啓発や、高齢者向け安全運転教室

の開催など、運転を止める人、続ける人の両者を視野に

入れた高齢ドライバー対策を官民連携のもと進めてい

く。 

 令和２年度、国が 65 歳以上の高齢者

に対し、後付け式急発進等抑制装置の

設置費について最大４万円の補助を行

った。また、市においても、特に運転操

作ミスによる事故が急増する 75 歳以

上の高齢者に対し、国の補助に１万円を

上乗せする制度を設立し、令和２年 12

月末現在で 87件の補助を行った。 

 当該補助制度は国の緊急対策に併せ

て実施したものであるため令和２年度

限りで終了するが、今後も、高齢運転者

を中心に安全運転サポート車の普及促

進を行っていく。 

（仮称 ）海

洋・地球総

合ミュージ

アム整備費

の市民理

解 

 海洋・地球総合ミュージア

ムに約 170 億円の税金を

投入して整備することに対

し、市民の理解を得られて

いると考えているのか。 

 本施設は、平成 26 年に地元経済界で組織する「魅力

ある清水を創る会」から、清水港周辺の賑わい創出に向

けての「ちきゅう海洋科学館（仮称）」構想についての提

言を受け、検討を開始した市民発意の事業である。 

 広報しずおか特集号で清水都心のまちづくりにおける

施設の位置づけを示したほか、基本構想、基本計画、ＰＰ

Ｐ導入可能性調査、清水港開港120周年記念事業「開港

祭」などで建設費案や事業内容の周知を図ってきた。 

 その際に行ったパブリックコメントやアンケート調査の

結果では、好意的な意見が大多数を占めていたことか

ら、市民の皆さんの理解は得られていると考えている。 

 令和元年９月定例会において、ミュー

ジアムの債務負担行為が承認され、その

後２月定例会において債務負担行為の

変更承認の後、令和２年２月下旬よりＰ

ＦＩ事業者の公募を開始した。 

 しかし、新型コロナウイルス感染拡大

の影響により令和２年５月29日に事業

者公募を一旦取り下げることとなった。 

 その後、関心のある事業者に対し新型

コロナウイルス感染拡大に伴う影響や懸

念事項等のヒアリングを進めながら、早

期の再開を目指す方針としているもの

の、需要予測や事業収支、リスク分担、

運営期間等の再検討が必要であること

から、令和２年９月定例会において事業

の債務負担行為を取り下げている。 

 現在、ＰＦＩ事業として事業者の参画意

欲を高められるよう、再検討を進めるほ

か、駿河湾の魅力を引き出すコンテンツ

の掘り起こしにも取り組み、事業の早期

再開を目指している。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

竜南地区

へ の新 た

なビジネス

集積 

 竜南地区への企業立地に

ついて、どのように考え、ど

のように進めていくのか。 

 竜南地区は交通利便性が高く、企業活動に必要なイン

フラが整備されていることなどから、企業立地の有力な

候補地とした。このようなポテンシャルの高い場所に、

「未来を切り拓く先端産業の集積」、「豊かな田園環境の

創出」、「周辺地域の住環境の保全」という３つの価値を

共存させていきたい。 

 ただし、この地区は、開発が制限される市街化調整区

域であるため、優良農地の保全や良好な営農環境の維

持、ひいては工業と農業が調和した秩序ある開発を行う

には、「地区計画」作成という新たな手法が必要と考えて

いる。今後は、どのような産業の集積を図るのかなどの

将来像を示し、関係者の皆さんの理解を得ながら取り組

んでいきたい。 

 新型コロナウイルスの感染拡大によ

り、開発検討の必要性を裏付ける企業

ニーズが不透明となる中、地権者や地

元に対して、明確な、現実味のある将来

像を示すことが難しい状況となってい

る。 

 このため、竜南地区の開発検討につい

ては、企業側のニーズをいま一度正確

に把握し、今後の用地確保の必要性を

確認していくことを地権者の皆様にお

伝えした。 

 今後、将来開発の必要性・実現性が高

まった際に開発検討を再開できるよう、

令和３年度に市外・県外企業を対象とし

た立地ニーズ調査を予定している。 

中央新幹

線建設 に

よ る 環 境

問題への

対応 

 南アルプスユネスコエコパ

ーク登録の維持と中央新幹

線建設工事による大井川流

域への影響に対して、市は

どのように取り組むのか。 

 登録地域は豊かな自然など、将来に受け継いでいくべ

き貴重な財産であることから、引き続き市が実施してい

く水質や動植物などの調査の結果をＪＲ東海にも情報提

供するほか、ＪＲ東海による環境調査や環境保全措置等

にも注視し、適切な対応を求めるなど登録が継続される

よう取り組んでいく。 

 また、大井川の中下流域における流量減少等の問題も

重要であるため、ＪＲ東海と締結した基本合意書に「中下

流域にも配慮した誠実な対応」という項目を盛り込ん

だ。今後も必要に応じ、ＪＲ東海にさらなる対応を求めて

いく。 

 市の南アルプス環境調査（動植物）を

令和２年度も継続して実施したほか、元

年度の調査結果を JR 東海へ情報提供

し情報共有を図っている。 

 南アルプスユネスコエコパークの登録

が継続されるよう、JR 東海による環境

調査や環境保全措置等に注視しなが

ら、引き続き自然環境の保全に向けて

取り組んでいく。 

 また、大井川の中下流域における流量

減少等の問題については、基本合意に

基づく誠実な対応を、今後も必要に応じ

て JR東海に求めていく。 

農業従事

者確保の

た めの支

援を実施 

 高齢化等により労働力が

不足する農家に対し、どの

ような支援をしているか。

また、新規就農者確保のた

めにどう取り組んでいる

か。 

 労働力不足解消のため、農作業をサポートする人材確

保支援と機械導入への助成を行っている。人材確保支援

策では、労働力が不足する農家と農業に興味がある若者

やシニア世代の市民を結びつける援農ボランティア事業

を県内初の取組として実施しているほか、新しく開設さ

れたシニア世代の就労を促進するＮＥＸＴワークしずおか

の活用により、農家からの求人に対し３件の雇用が成立

した。 

 また新規就農者確保のため、研修や給付金の交付のほ

か、県やＪＡと連携して就農を希望する研修生を地域全

体で受入れ、研修から経営のサポートまで一体的に行

う、がんばる新農業人支援事業を今年度から実施してい

る。 

 援農ボランティアの登録者数は 365

人（うち令和２年度新規登録者数 74

人）で、令和２年度（８月末現在）の派遣

実績は23経営体に対して延べ309人

だった。 

 NEXTワークしずおかにおける農業分

野で働き始めた 60 歳以上の人数は、

令和元年度実績が 15人、令和２年度実

績（12 月末現在）が 14 人で、合計 29

名となった。 

 がんばる新農業人支援事業について

は、令和元年度は「枝豆」及び「自然薯」

を研修生受入れ対象作物とし、それぞれ

１名を受入れた。令和２年度は、「わさ

び」を研修対象に加え、「わさび」で１名

の研修生を受入れた。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

静岡市で

もシェアサ

イクルを導

入 

 シェアサイクルを導入する

自治体が増えている中、本

市はどう取り組んでいる

か。 

 買い物など日常生活での利用に加え、観光やビジネス

におけるニーズも見込まれ、自転車利用が多い本市にお

いても有効な移動手段として検討を進めてきた。その結

果、課題であった自転車の購入、サイクルポートの設置や

運営などに要する費用を民間が負担することで、利用し

やすく持続可能なサービスを提供できる運営体制の構

築方法についてめどが立ち、シェアサイクルの導入を決

めた。 

 実施に向け、静岡駅、草薙駅、清水駅周辺から三保地区

にかけての３つのエリアを先行的に進め、サイクルポート

は、市民文化会館や公園などの公共施設に加え、民間施

設への配置も想定している。年内には事業者の公募を開

始し、令和２年度早期の導入を目指す。 

 令和２年３月に㈱TOKAI ケーブルネ

ットワーク、㈱トコちゃんねる静岡、

OpenStreet㈱の３者とシェアサイク

ル事業運営に関する協定を締結した。 

 令和２年６月８日、シェアサイクル「ＰＵ

ＬＣＬＥ」の運用を開始した。 

 令和２年 12月末時点、サイクルポート

83箇所、自転車 270台を配備した。 

 運用開始以来、累計４万回を超える利

用を確認した（12月末時点）。 

男性職員

の育児休

業取得促

進 

 市が待機児童への支援策

など様々な子育て支援を行

う中、市の男性職員の育児

休業取得はなかなか増えな

い。 

 取得促進のためにどのよ

うなことが必要か。 

 職員意識調査では、取得しない理由として、「職場に迷

惑をかける」、「制度がよくわからない」などの回答が多

数あった。これを受け、各所属の両立支援アドバイザーが

職員に制度紹介など取得促進に係る積極的な声掛けを

行うとともに、人事課が実際に取得した男性職員の体験

談を発信している。 

 また、育児休業の取得は経済的不安があると考える職

員もいることから、不安を取り除くための情報発信も行

っていく。 

 あわせて、この度新たに実施した職員意識調査の結果

を分析し、先進都市の事例も参考にしながら、きめ細か

な取組を検討していく。 

 令和元年度に実施した特定事業主行

動計画における職員意識調査の結果を

基に、男性職員の育児休業取得促進の

ための「育児フォロー面談シート」を導入

した。 

 令和２年度から当該シートを活用した

育児フォロー面談を導入し、制度を周知

した結果、男性職員の育児休業の取得

者数は 25 人（令和２年 12 月末時点）

となっており、令和元年度の男性職員の

育児休業の取得者数６人（年間）と比べ

大幅に上回っている。 

 また、令和２年 12 月に正規の男性職

員の育児休業取得例や取得体験談など

を紹介したチラシを新たに作成し、男性

職員の育児休業取得促進に向けた情報

発信を行った。 

市内福祉

施設な ど

の避難確

保計画作

成状況 

 福祉施設などにおける防

災対策について、施設の避

難確保計画の作成状況は

どのようになっているの

か。 

 平成29年６月の水防法及び土砂災害防止法の改正を

受け、福祉施設を含む災害時に配慮が必要な方々が利

用する施設の管理者等に対して、避難確保計画の作成及

び市長への報告が義務づけられた。 

 市内では 861 施設が対象となっており、そのうち

657 施設、76.3％が避難確保計画の作成を済ませて

いる。これ以外に、市から計画策定対象施設への一斉情

報伝達訓練も実施しており、その中で避難訓練に取り組

む施設が増えている。 

 今後も、全ての対象施設が計画作成するよう支援する

とともに、実効性を確保するための訓練を推進してい

く。 

 令和２年 12 月現在、対象 931 施設

のうち 806施設が、避難確保計画を作

成済である。（86.6％） 

 計画作成支援のために、関係資料や計

画作成ツールを HPに掲載している他、

計画作成の指導・訓練実施の指導及び

研修会を実施している。  
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

発災後の

迅速な復

旧・復興へ

の着手 

 これまで市の業務を継続

するため事業継続計画が策

定されているが、地域の回

復や、本市全体を継続する

ための方針や戦略に基づい

た計画ではない。事前にワ

ーキンググループを設置

し、被災後の市全体の地域

継続を主なテーマに行政が

実施できるあらゆる事前対

策の検討を求めるが、市民

が被災前の生活を取り戻す

ための計画と被災後の早期

着手に向けた考え方はどの

ようなものか。 

 応急対策に一定のめどが立った後に震災復興本部を

設置し、迅速な復旧・復興を進めるための計画を定める

こととしている。 

 早期に復旧・復興へ移行するためには、被災者の混乱

を迅速に収束させることが前提となるため、本市では物

資の分散備蓄や避難所運営支援体制等の強化により、

発災直後からの混乱を最小化することに努めている。 

 令和２年度は、新型コロナウイルスの

まん延の中での避難所運営が課題とな

ったことから、「新型コロナウイルス感染

症対策を踏まえた風水害指定緊急避難

場所マニュアル」を策定し、職員に周知

するとともに、９月の防災訓練の際に

は、全地区支部で感染症対策を踏まえ

た避難所運営訓練を行い、発災直後か

らの混乱を最小化できるよう努めてい

る。 

 さらに、パーテーションや消毒液など

の感染予防対策用品を市内各所の防災

倉庫に新たに配備した。 

国民健康

保険料の

負担軽減

策 

 被保険者の保険料の負担

軽減には更なる公費の投入

しか方法はないと考えるが

どうか。 

 また、国費からの助成が

不十分の間は、赤字補填の

ための一般会計からの法定

外繰入が必要と考えるがど

うか。 

 負担軽減のためには、ジェネリック医薬品の使用促進、

特定健康診査受診率の向上策の実施などにより医療費

の適正化に努めていくことや、保険料収納率を高め歳入

を確保していくことが重要である。一方で、安定的な国

保制度運営のためには、国による更なる公費の拡充等

が必要と考えることから、国に対して必要な財政支援を

要望している。 

 また、赤字補填のための法定外繰入は、静岡市国民健

康保険運営協議会が示す答申を踏まえ、令和元年度は

行わないこととした。２年度以降も協議会の審議を経て

決定していく。 

 国に対し、必要な財政支援を継続的に

要望している。 

 赤字補填のための法定外繰入につい

ては、解消・削減すべきとの方針が国か

ら示されており、静岡市国民健康保険

運営協議会の答申をふまえ、令和３年度

は行わないこととする。 

消防団員

報酬等の

見直しを実

施 

 実際に活動していない消

防団員への報酬支払や消

防団で一括して預かった報

酬が団員個人へ支給されな

いといった問題に対し、ど

のように対応していくか。 

 現状でも団長への現況報告、報酬受領印により、活動

団員、報酬支給の把握はできているが、より確実な把握

のために、団本部において方策の検討を行ってきた。 

 まず、入団時にのみ提出している報酬等の受領に関す

る委任状を毎年本人の直筆で提出させ、在籍確認を行

う。次に、報酬の個人支給をより明確にするため、令和２

年度より受領印に代えて本人の署名とするよう、すでに

準備を進めている。また、報酬の個人口座への振込みに

ついても、団本部会議において合意されたため、今後、

手法や課題の検討を行い、早期の実現に向けて準備を

進めていく。 

 報酬の支給については、団本部会議に

おいて、分団代表口座への振込みから、

各個人が指定した口座に支給する方法

に変更することが合意されたため、令和

２年４月１日から個人口座への報酬支給

を開始しており、適正な支給事務を行っ

ている。これにより、報酬受領印押印手

続きが不要となった。 

 併せて、各分団員の活動履歴により、１

年間活動実績のない団員に対して、活

動ができなかった事由と在団の意思確

認を毎年年度末に実施していく。 

桜 えび の

不漁 と 地

域振興 

 本市の特産である桜えび

の不漁について、また、地

元での新たなイベントや取

組への機運について、市と

してどう捉えているか。 

 桜えびは、経済、文化、観光の観点において重要な地域

資源と捉えている。現在、桜えび漁は深刻な不漁に陥っ

ており、本市としても桜えび産業に携わる事業者の生活

の安定を図り、由比蒲原地区の活気を取り戻すため、全

力で支援していく。 

 また、由比蒲原地区における地元の強い思いで始まっ

た「由比いいもんまつり」「舫（もやい）」といった様々な

新しいイベントが開催されるなど、地元からの賑わい回

復に向けた機運も高まっている。本市も引き続き、地域

に人を呼び込むため、地元の方々と一緒に取り組んでい

く。 

 令和２年当初予算において漁業者に

対して桜えび産卵調査事業補助金、由

比蒲原漁場環境調査、加工業者や飲食

店に対しては資金調達支援事業、経営

強化支援事業を令和元年度に引続き実

施している。イベント等の開催は桜えび

の不漁や新型コロナの影響により中止

されたが再開後は速やかに支援出来る

よう実行団体等と協議している。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

女性消防

吏員活躍

推進に 向

けた取組 

 女性消防吏員活躍の推進

に向けてどのような取組を

しているか。 

 主な取組は三つあり、①女性消防吏員活躍の周知とし

て、認知度向上のため、活躍する女性消防吏員のパンフ

レット等の配布、ホームページ等でのＰＲ動画の公開、本

年８月から半年間のラッピングバスによる広報を行って

いる。②女性用施設の整備として、働きやすい環境づく

りのために女性用更衣室や仮眠室など、34 か所の消防

施設のうち 15 か所に女性用施設を整備した。③キャリ

アアップの促進として、管理職への女性登用を図るた

め、より高度で専門性の高い知識を習得できる消防大学

校等の外部教育機関へ延べ 11 名を派遣している。今後

はさらなる女性の活躍推進に向け、外部組織との人事交

流や、受験者数増加につながる取組を進めていく。 

 本市が掲げる全消防吏員に占める女

性消防吏員の割合を、令和８年４月１日

までに５％とする目標達成に向け、様々

な事業に取り組んでいる。 

 主な取組として①女性消防吏員の活

躍の周知として、ポスター、ＰＲ動画及び

業務ガイダンス等へ女性消防吏員を登

用し、住民の皆様への認知向上を図っ

た結果、昨年度に比べ女性消防吏員が

８名、割合として約 0.7％増加した。②

女性用施設の整備として、庁舎改修の

機会を捉え計画的な拡充を進め、大規

模改修を終えた千代田消防署及び現在

改修中の葵消防署庁舎の完成により

10 名分の女性専用仮眠施設が整備さ

れる。③キャリアアップの促進として、外

部教育機関である消防大学校及び静岡

県消防学校へ女性消防吏員の派遣を６

名増加させた。 

 今後も女性消防吏員の認知度を高め、

女性の採用試験受験者増に繋げるとと

もに、職場環境の整備並びに職域の拡

大に向けた取組を進めていく。 

清水庁舎

移転計画

に お け る

市の責任 

 津波浸水想定区域へ庁舎

を移転する市の責任をどう

考えているか。 

 静岡市津波防災地域づくり推進計画において、移転先

である清水都心は、津波対策のひとつに、都市機能の更

新と集積に合わせて津波避難施設として機能する建物

や被災しても機能する建物を増やすことで、防災機能の

さらなる充実を図る区域として位置づけられている。こ

の区域に地震・津波に強い新庁舎を整備することで、ＪＲ

清水駅西口から駅舎を経て東口の各施設をつなぐペデ

ストリアンデッキ（道路上空通路）が新庁舎までつなが

り、発災時には約 12,800 人が緊急避難できる緊急津

波避難施設の役割を果たすことができると考えている。

このように、市民の安心・安全のため、災害に強い防災

拠点を建設することが、市の責務であると考えている。 

 清水庁舎の移転は、コロナ禍の影響を

受け、事務手続きを一時停止し、ポスト

コロナ時代を見据えた新しい庁舎のあ

り方について検討を行う。その検討を進

める上では、第３次総合計画や津波防災

地域づくり推進計画をはじめとする各

計画と整合を図っていく。 

令和元年 11月定例会 

清水庁舎

を移転す

る場合の

基礎杭の

扱い 

 清水庁舎基礎部分の杭の

設置状況は。 

 既存の杭を残置する場合

は、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（廃棄物処理

法）上、問題があると思う

が、どのようなものか。 

 現清水庁舎の基礎部分には、場所打ちコンクリート杭

133 本を設置している。杭の太さは直径１m から２m、

長さは高層棟の基礎下に約 15m、低層棟の基礎下に約

25m で、杭同士の間隔は南北方向が約７m、東西方向

が約６mである。 

 既存の杭を残置する場合、杭に一定の利用価値があ

り、廃棄物と判断されない場合は、廃棄物処理法の適用

は受けないが、不用となった杭を廃棄物としてそのまま

地中に残置する行為は、法の適用を受けることとなる。 

 現清水庁舎については、今後の対応が

判明した際、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律に基づき、適正に判断してい

く。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

パートナー

シップ制度

の導入 に

向けて 

 パートナーシップ制度導

入の検討状況を踏まえ、ＬＧ

ＢＴの皆さんに優しい共生

のまちづくりについて市長

の思いはどうか。 

 ＬＧＢＴの皆さんと話す機会を通じ、性の多様性への理

解促進は不可欠との思いを強くし、令和元年度から次の

二つの視点で取組を始めた。①理解促進のため、全ての

市職員向け研修の実施と窓口応対ガイドラインの策定や

高校生との協働による市民向けパンフレットの制作。②

当事者の生きづらさを解消するため、県内初の取組とな

る電話相談や安心して交流できる居場所づくり。 

 今後は、性的少数者のカップルが様々な場面で制度や

サービスが適用されない状況を解消するため、市民の皆

さんや企業の理解を促進し、パートナーシップ制度の導

入に向け、安心して生活できる環境づくりを進めてい

く。 

 パートナーシップ制度導入に向けた環

境整備として、①市民や企業の理解促

進を図るため、令和２年３月に市民向け

啓発講演会及び座談会を開催した。ま

た、高校生と協働で啓発パンフレットを

制作し、４月以降学校出前講座等の教材

として活用している。さらに、12 月から

は当事者が困難に直面しやすい「就労」

をテーマに企業向けセミナーを開始し

た。今後も、当事者等が思いを伝える

「にじいろ成人式」の開催、企業向けセミ

ナーの実施、関係団体への働き掛けな

ど、幅広い層への理解促進を図ってい

く。②当事者の困難や生きづらさを解

消するため、毎月１回電話相談及び居場

所づくりを継続して実施している。③各

自治体の状況を把握するため、パートナ

ーシップ制度に関する政令指定都市研

究会への参画や静岡県との情報交換を

行うとともに、性の多様性を前提とした

施策の見直しに関する庁内調査を実施

し、市の現状を把握した。 

令和２年度

中 に全中

学校へエア

コン設置 

 小中学校へのエアコン設

置において、国の交付金活

用の可否が大きく影響する

と考えているが、交付金が

活用できない場合でも、中

学校へのエアコン設置を令

和２年度に確実に実施する

のか。 

 近年の気候変動により夏の暑さも厳しくなる中、子ど

もたちが勉強に集中できる環境を提供するため、全ての

小中学校へのエアコン設置という方針を平成30年度に

決定し、令和元年度中の小学校への設置にめどが立ち、

９月定例会で２年度の中学校普通教室へのエアコン設置

を改めて表明した。 

 今後は国の交付金の活用が困難になるおそれはある

が、一気呵成に進めることが重要であるため、財源確保

の工夫をしながら、２年度中に全ての中学校への設置を

確実に実施したいと考えている。 

 小中学校普通教室のエアコン設置につ

いて、小学校は令和元年度末に設置完

了した。中学校は、工事を進めており、

令和２年度末までに設置完了を予定し

ている。 

学校現場

に お け る

食品ロスへ

の対応 

 学校給食の食べ残しは、

「配膳される量が多すぎる」

「食事時間が短い」なども原

因の一つであると考えられ

るが、学校現場ではこうし

た食品ロスにどう対応して

いるのか。 

 市では子どもたちに給食を残さず食べてもらえるよ

う、美味しい給食を作る努力を重ねている。 

 その上で、各学校でも食べ残しを減らすため、一人ひと

り食べられる量に応じて配膳したり、好き嫌いを把握し

て声掛けをするなど工夫をしている。 

 また、授業を通して、給食を含めた食事の役割や大切

さを学んで残さず食べることへの意識を高めたり、食べ

残しなどのごみの処理について学び、子どもたち自身が

できることを考えたりしている。 

 給食の食べ残しは、児童・生徒１人あた

りにすると１日約 52 グラム、おにぎり

半分程度（１個 100 グラム）でここ数年

間変わっていない状況である。 

  子どもたち自身が食品ロスについて

話し合ったことで、残さいが減った事例

があることから、子どもたち自身が問題

意識をもち、取り組めるように食育を行

っている。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

中央卸売

市場の施

設機能充

実への取

組 

 少子高齢化、消費者ニー

ズの多様化、生鮮食品の市

場外流通の増加などの影

響を受け、市場を経由する

物流の割合は減少または横

ばい傾向にあるが、今後も

市場が消費者に安全・安心

な生鮮食品を安定的に届け

る役割を果たすため、市場

の施設機能の充実をどのよ

うに進めていくか。 

 平成30年度に策定した静岡市中央卸売市場経営展望

では、基本方針の一つに市場の施設機能の充実を掲げ

ており、市場内の仕組みを見直し、施設機能の向上や業

務の効率化を図る必要があると考えている。 

 そのため、市場内の人・もの・情報の流れなどを調査・

分析し、ＩＣＴの活用等による市場業務の最適化を検討す

るとともに、必要な施設や設備の規模、概算事業費等を

明らかにし、市場の施設機能の充実を図っていく。 

 現在、今後 10 年間の本市場の投資・

財政計画（収支計画）を作成していると

ころだが、収支合わせるためには、経営

展望基本方針において拡充等検討する

とした各施設整備については、実施が

困難な見込である。  

 昭和 50年建設の現施設は、老朽化も

激しく、今後の市場に求められる機能を

備え、引き続き地域住民の豊かな食生

活を実現するためには、各課題に個別

に対応していくのではなく、市場全体の

再整備を検討する時期に来ていると考

える。 

 このため、今後は、民間活力の活用検

討を含め、関係者・関係機関と市場再整

備について検討を進める。 

河川の決

壊・浸水対

策 と 安 倍

川の現状 

 令和元年台風第 19 号に

よる他県での河川堤防の決

壊を踏まえ、市街地におけ

る安倍川の決壊・浸水対策

の現状はどうなっている

か。 

 安倍川の市街地を流れる区間の管理者である国土交

通省は、50 年に一回発生すると想定されている降雨を

安全に流すことを目標とした河川整備計画に基づく河川

改修に加え、「防災・減災・国土強靭化の３か年緊急対策」

に基づき、安倍川の堤防の強化、河道の掘削、樹木の伐

採等を進めており、本市では着実に整備が進むよう、予

算確保に向けた要望活動を行っている。 

 また、国・県とともに静岡地域大規模氾濫減災協議会

を組織し、減災対策を一丸となって進める中で、安倍川

の決壊を想定した市内 13 か所の陸閘操作訓練等に建

設業協会等と連携して取り組んでいる。 

 国土交通大臣に安倍川の堤防の強化

など、整備に必要な予算確保に向けた

要望活動を令和２年 10 月 22 日に実

施した。 

 また、国・県とともに組織する静岡地

域大規模氾濫減災協議会を令和２年５

月29日に開催し、本年度の取り組みの

方針を決議、本市からは、安倍川の決壊

を想定した陸閘操作訓練などを提案し

ており、令和２年９月 17 日深夜より建

設業協会等と連携した陸閘を全閉する

操作訓練を実施し、出水期に備えた。 

ＭａａＳ導

入 に 向 け

た取組 

 ＭａａＳの導入に向けて、

どのように取り組んでいく

のか。 

 ＭａａＳ導入により目指す公共交通の姿を実現するため

には、移動の利便性の向上や、移動手段の多様化、利用

料金の見える化などにより、公共交通サービスを充実さ

せていくことが必要である。 

 そこで、11 月現在実施しているＡＩ相乗りタクシー実証

実験の拡大やシェアサイクルの導入、電動キックボードの

実用化に向けた検討を行っていく。また、市街地、郊外

部、山間部それぞれの地域特性やニーズを踏まえた、最

適な移動手段の確保にも取り組んでいく。 

 このほか、様々な移動手段の乗り継ぎがわかりやすく

できるよう、決済方法やデータの連携・活用、サービス提

供の運用体制等についても検討を進め、サービス向上を

図っていく。 

 令和元年 11 月１日～30 日まで葵区

一部エリアにて AI 相乗りタクシーの実

証実験を実施し、検証の結果、社会受容

性は高いものと認識している。 

 令和２年６月８日、シェアサイクル「ＰＵ

ＬＣＬＥ」の運用を開始した。 

 令和２年 11月１日～12月25日まで

清水区草薙と庵原地区の市街地、郊外

部にてコロナ感染対策に配慮しつつ、テ

スト版アプリによる配車や決済を可能と

する AI オンデマンド交通の実証実験を

実施し、デジタル化によるサービス向上

に向けた調査・検討・分析を実施してい

る。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

小規模企

業の経営

課題解決

の取組 

 静岡市中小企業・小規模

企業振興条例が平成 31年

４月に施行されたが、小規

模企業の経営課題解決に

向け、どう取り組んでいる

か。 

 小規模企業が事業活動を継続していくためには、企業

の成長段階や状況に応じた支援が効果的と考えている。 

 そこで、創業期から成長期では、窓口相談や専門家派

遣による事業計画作成やマーケティング手法の提供など

の支援を行っている。そして、経営の安定期や持続的な

発展に向けては、静岡商工会議所と連携し、ＩＴ導入によ

る生産性向上支援や後継者マッチング等の事業承継支

援を進めている。  

 また、桜えび不漁に伴う課題に対応するため、資金調

達を支援する融資制度や、新商品開発など経営の多角

化に対する助成制度を創設するなど、緊急的な支援も進

めている。 

 市内中小企業の成長ステージに応じ

て、創業者に対するセミナーの開催、個

別相談の実施、専門家の派遣等を、市産

学交流センター及び清水情報・産業プラ

ザの産業支援施設において実施してい

る。 

 また、ＩＴ導入による生産性向上支援や

事業承継支援を静岡商工会議所と連携

して実施し、併せて、桜えび関連商工事

業者５者に助成金を支給等、緊急的な

支援も実施した。 

気候変動

に 対 す る

取組 

 気候変動対策として、気

候非常事態宣言やカーボン

ニュートラル宣言をすべき

ではないか。また、2030

年までに温室効果ガス排出

量 45％削減を目標に掲げ

る考えはあるか。 

 本市としては、気候非常事態宣言やカーボンニュートラ

ル宣言をするよりも、第２次静岡市地球温暖化対策実行

計画に掲げた目標達成に向け、実現性を担保した施策の

着実な実行が肝要と考えている。 

 また、同計画では、国が国連に提出した目標値との整

合を図った上で、2013 年度と比較し 2030 年度まで

に 26％削減することを目標としており、この目標達成

に向け着実に取り組むことが重要と認識している。 

 本市は、SDGｓ未来都市としての責務

を果たしていくため、令和２年 11 月議

会において、市長から「2050年温室効

果ガス実質ゼロ」に向けた取組を進めて

いくことを表明した。今後は、市民や経

済界の皆さんと連携をさらに深め、ゼロ

カーボン都市に向けたチャレンジを開始

していくことで「世界に輝く『静岡』の実

現」に繋げていく。 

 なお、2030 年度の削減目標につい

ては、令和４年度に改定予定の「静岡市

地球温暖化対策実行計画」の中で定め

ていく。 

海洋産業

クラスター

創造事業

の取組 と

成果 

 海洋産業クラスター創造

事業の新事業創出に向けた

これまでの取組と成果は。 

 本事業では地域の産学官に国の機関を加えた協議会

を中心として研究プロジェクトに取り組んでおり、二つの

プロジェクトが事業化に至った。①しらすの缶詰化に国

内で初めて成功した「静岡釜揚げしらす缶詰」は、販売目

標の６倍となる約４万５千缶を売上げている。②全国初

の取組となる「生食可能なトラウトサーモン陸上養殖事

業」は、三保サーモンのブランドイメージ確立を目指すと

ともに、これを用いた三保地区の農産品との６次産業化

や新たな水産加工食品の開発など、地元を巻き込んだ

事業展開を進めていく。 

 今後も地元の企業や大学の研究成果等を活かした新

事業創出を進め、地元での新たな雇用につなげていく。 

 「静岡釜揚げしらす缶詰」は、平成 30

年は約４万５千缶、令和元年は約 10 万

２千缶、令和２年は約 10 万９千缶（12

月末時点）と、当初の想定を大きく上回

る売上を維持している。 

 「生食可能なトラウトサーモン陸上養

殖事業」では、産官学金からなるワーキ

ンググループを立ち上げ、サーモンのブ

ランド化、地元での事業展開の手法な

ど、順次地域経済の活性化に向けた具

体的な検討を進めている。 

 新事業創出に向けた新たな取組とし

て、令和２年度からメール会員組織を創

設し、主に会員を対象とした新事業創出

勉強会、メールマガジンを活用した会員

同士の交流促進などを実施している。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

AI（人工知

能）を活用

した静岡型

災害時総

合情報サイ

トの構築 

 災害時の情報収集と発信

における課題は何か。解決

に向けてどのように進めて

いくか。 

 災害時、市のホームページはアクセスが煩雑で必要な

情報にたどり着くことが困難であるという課題がある。

その解決のため、情報を一元的に、容易に収集できるサ

イトの構築が必要となる。災害時に寄せられる情報の真

偽を判断しながらのサイトの更新には困難が伴うため、

先進技術を研究し、情報の整理集約にＡＩの導入を検討

していく。こうした高度なデータ処理を実現するため、３

段階でシステム構築を進める。①情報への玄関口となる

ポータルサイトの令和２年６月までの公開。②２年度末ま

でに整備する、情報を即時かつ一元的に集約・管理する

災害情報共有システムとの連動。③シンプルな操作で誰

もが使える静岡型災害時総合情報サイトの構築。 

 令和２年６月予定どおり現市 HP に、

地震や風水害の情報へのリンクをわか

りやすくするアイコンを設定し公開し

た。 

 現在職員向けに災害情報共有システ

ム研修を実施中であり、令和３年４月１

日に運用開始予定である。令和３年度

は、同システムとポータルサイトとの連

動項目を精査し、令和２年度実施の市民

アンケートも踏まえ、ポータルサイトの仕

様を検討する。 

 静岡型災害時総合情報サイトについて

は、他都市先進事例の調査研究を続け

ていく。 

折戸湾地

区の既存

産業 と 賑

わい開発

の共存 

 折戸湾の再開発に関し、

静岡経済同友会を主体とし

た組織で折戸湾活性化事

業基本計画がまとめられて

いるが、清水みなとまちづ

くりグランドデザインでは

臨海部の産業と賑わいの共

存をどう図るべきと考えて

いるか。 

 同基本計画の理念は、グランドデザインで示す方向性

と一致しており、折戸湾地区のまちづくりを具体化して

いく推進力になると期待している。また、グランドデザイ

ンで描く20年後の清水の産業展望は、観光・海洋レジャ

ーなど新たな産業が立地する一方で、水産加工業や物

流、造船業など歴史ある地場産業が持続し、発展する姿

を目指している。 

 今後、臨海部などで発生した低未利用地は、段階的に

市民に開かれた土地利用を図っていく。これらを通し

て、臨海部の産業と賑わいの共存を実現していく。 

 折戸湾については、民間の開発構想等

の提案も受け、令和２年度末に行う清水

港港湾計画改訂で、緑地レクリエーショ

ンゾーンとして、桟橋や緑地、緑道を整

備していく方針が盛り込まれた。今後

は、現在、産業利用をしている地権者等

と充分協議しながら進めていくこととな

る。 

（折戸湾以外にも、袖師地区では土地所

有企業から、まとまった産業遊休地が示

され、県と市と協議を行っており、港周

辺のにぎわいと将来の港湾産業の共存

に向けて、産業利用主体とも適切に協

議、検討を行っていく。） 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

風しん対策

に お け る

抗体検査

や 予防接

種のクーポ

ン 券 利 用

促進 

 先天性風しん症候群の発

生を予防するため、風しん

の免疫が十分にないとされ

る年代の男性に向けて、抗

体検査と予防接種の無料ク

ーポン券を送付したにもか

かわらず、利用が進んでい

ない現状に対し、クーポン

券の利用促進に向け、どの

ような取組をしているか。 

 平成 31年３月に 40歳から 47歳の男性へ無料クー

ポン券を送付した。これまで、制度周知のため、医療機関

への啓発ポスターの掲示依頼、母子手帳交付時や各区戸

籍住民課の窓口でのチラシの配布等を行った。また、ク

ーポン券の利用促進のため、保健所での月１回の夜間検

査を実施している。今後も、これらを継続するとともに、

企業に対し事業所健診の際に対象者が抗体検査を受け

るよう働きかけを依頼するなど、受検率の向上に努めて

いく。 

 令和元年度に昭和 47 年４月２日から

昭和 54年４月１日までに生まれた男性

に対し、令和２年２月末期限のクーポン

券を送付。令和２年度には、昭和 37 年

４月２日から昭和 47 年４月１日までに

生まれた男性と、昭和 47 年４月２日か

ら昭和 54 年４月１日までに生まれた男

性のうち令和元年度に風しん抗体検査

未実施もしくは風しん抗体検査の結果

予防接種が必要だが予防接種を実施し

ていない者を対象として令和３年２月末

期限のクーポン券を発送した。 

 また、国から到達した通知に則り、令

和２年２月末、令和３年２月末の期限が

印字されたクーポン券の期限が延長さ

れ、令和４年２月末まで使用可能とする

旨を令和３年２月に対象者に通知した。 

 これら個別勧奨以外に、これまで制度

周知のため、医療機関へ啓発ポスター

の掲示依頼、母子手帳交付時や各区戸

籍住民課の窓口でのチラシの配布等を

行った。また、クーポン券の利用促進の

ため、保健所での月１回の夜間検査を実

施している。今後も、これらを継続する

とともに、企業に対し事業所健診の際に

対象者が抗体検査を受けるよう働きか

けを依頼するなど、受検率の向上に努

めていく。 

保育所等

に お け る

待機児童

対策 

 保育所等の待機児童対策

について、これまでどのよ

うに進めてきたのか。 

 また、今後どのように進

めていくのか。 

 子どもを産み育てやすいまちの実現に向け、子育て支

援施策の中でも特に保育所等の待機児童の解消を進め

てきた。この対策にあたり、主に四つの取組により必要

な保育定員の確保に努めてきた。 

 ①全ての市立幼稚園と保育所を認定こども園へ移行、

②私立保育所等への定員増の働き掛け、③私立幼稚園

への認定こども園移行の働き掛け、④保育定員が不足す

る地域への民間事業者による施設の新設である。 

 今後も保育の需要と供給の地域的なバランスを考慮し

ながら、保育所等の定員増や認定こども園への移行、施

設の新設を進めることにより、待機児童ゼロを継続して

いく。 

 平成26年以降4,000人を超える保

育定員を新たに生み出し、平成 30、令

和元、２年度と、３年連続で年度当初の

待機児童ゼロを実現している。 

 また、令和２年度は、特に需要が高い

０～２才までの保育の受皿を拡充する

ため小規模保育事業所７か所を新設す

るほか、私立幼稚園の認定こども園へ

の移行促進、私立保育所の施設整備へ

の支援などにより、199 人の定員拡大

を図っている。 

 今後も、保育の需要と供給の地域的な

バランスを考慮しながら定員の確保を

図るなど、引き続き、待機児童の解消に

取り組んでいく。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

中学校部

活動 に お

け る 外 部

顧問配置

の効果 

 中学校の部活動における

外部顧問の配置は、教員の

負担軽減にどのような効果

があると考えるか。 

 外部顧問は、日頃の指導や大会へ参加する生徒の引率

を単独で行い、教員の負担を軽減する役割を果たしてい

る。配置により、部活動の指導に不安のある教員の精神

的な負担の軽減を図るとともに、部活動以外の業務に集

中できる教員を増やすことで、生徒指導など時間のかか

る困難な問題に組織的かつ計画的に対応するコーディ

ネート体制をつくるなど、学校全体の負担を軽減できる

と考える。 

 現場からも、外部顧問の十分な指導力に信頼を寄せる

声や、教員が放課後に授業準備等に集中できることを歓

迎する声が寄せられており、今後も引き続き新たな外部

顧問の養成及び配置の拡大に努めていく。 

 令和２年度は外部顧問を32名に増員

（令和元年度25名）し、部活動指導に対

する教員の負担軽減を図った。また、外

部顧問を養成する研修会を２回に増や

し、部活動を支える地域人材の確保及

び配置の拡大に努めている。 

 配置校で実施したアンケートによる

と、休日指導や大会引率、専門外指導に

対する教員の負担軽減に一定の成果が

見られている。また、専門的で工夫され

た活動や教員の異動に左右されない一

貫した指導など、生徒にとっても有意義

な部活動の実現につながっている。 

 今後も教員及び生徒にとってよりよい

部活動環境を整備していく。 

野生鳥獣

に よ る 農

作物被害

への対策 

 野生鳥獣による農作物被

害へのこれまでの取組と今

後の対策は。 

 野生鳥獣被害を防止、抑制する総合的な対策として、

農地を柵で囲う「防除」、動物が出没しにくい環境をつく

る「棲分け」、加害鳥獣を減らす「捕獲」の三本柱で対策を

実施してきた。これにより、過去10年間で農作物の被害

額、被害面積とも３分の１以下となったが、未だに大きな

被害と認識している。 

 被害防止効果をさらに上げていくため、２年度からは

とりわけ「防除」に力を注ぎ、特に効率的で費用対効果の

高い、団体での防護柵設置への補助制度の拡充を行う

とともに、鳥獣被害に対する体制の強化を図っていく。 

 今後も「防除」を中心に「棲分け」「捕獲」をバランスよく

実施する静岡型の対策に取り組むことで、被害の防止・

抑制に努めていく。 

 防除・棲分け・捕獲の三本柱について

は、継続して事業を実施する。 

 また、助成希望の多い個別・団体型の

防護柵等に対する助成枠を、令和２年・

３年度については、従来の1.5倍に拡充

した。 

官民連携

の推進 

 静岡市におけるＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ地域プラットフォームの

取組はどのようなものか。

また、今後どのように事業

展開していくのか。 

 本市では平成 29 年度以降、本格実施に向け準備を行

い、令和元年７月に本市が代表者となり「静岡市ＰＰＰ／

ＰＦＩ地域プラットフォーム」を初めて開催した。本プラット

フォームには、多くの県内自治体職員と民間事業者が参

加し、延べ９回、勉強会や民間活力導入を検討する事業

の提示、個別対話といった取組を実施してきた。これま

で 21 件の事業を提示し、進捗に合わせた対話を実施す

ることで、各事業が着実に進んできている。 

 今後も、行政から魅力ある事業を提示するとともに、

参加者のニーズを捉え、より多くの民間事業者の参加を

促し、官民双方にとって有益な場となるよう進めてい

く。 

 本プラットフォームは、年間３回開催

し、毎回多くの民間事業者が参加してい

る。本市事業以外にも、静岡県、周辺市

町の事業も取扱うことで、プラットフォ

ームの充実を図っている。 

 新型コロナウイルス感染症の影響によ

り開催ができない状況ではあるが、

WEB を活用した開催方法なども検討

し、PPP／PFI のノウハウ取得、事業に

関する意見交換など継続的に実施でき

るよう進めている。 

清水庁舎

移転計画

の見直し予

定 

 清水庁舎の移転計画につ

いて、①庁舎解体費用の増

加、②市民の理解が得られ

ていない、③静岡市自治基

本条例の趣旨からかけ離れ

た行政運営、④緊急防災・

減災事業債活用の検討不

十分、といった状況にある

と思われるが、計画を白紙

に戻すべきではないか。 

 

 

 新清水庁舎の整備に関しては、有識者や市民委員で組

織する新清水庁舎建設検討委員会での議論と、様々な

手法で繰り返し行った市民意見の聴取を経て基本構想・

基本計画を策定し、事業を推進してきた。 

 そして、令和元年９月定例会において、新清水庁舎整備

に係る事業予算、及び静岡市区の設置等に関する条例

等の一部改正について議決された。 

 このようなことから、庁舎移転計画を見直す予定はな

い。 

 清水庁舎の移転は、コロナ禍の影響を

受け、事務手続きを一時停止している。

今後、ポストコロナ時代を見据えた新し

い庁舎について、デジタル化によっても

たらされる行政サービスの変化や、感染

症対策に対応したオフィスのあり方の調

査、研究を行う。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

令和２年２月定例会 

（仮称）認

知症ケア 

推進センタ

ーの 

役割と取

組内容 

 本市の認知症施策の進捗

状況は。また、今後進めて

いく新たな取組は。 

 これまで、認知症サポーター及び認知症サポート医の

養成や認知症カフェの運営等、様々な認知症施策に取り

組み、一定の成果が上がっている。 

 一方、市の調査により、介護をしている家族は相談で

きる場所や簡単な認知症チェックの機会を求めているこ

とが分かり、より一層の取組強化が必要と考えている。

このため、令和２年秋に、認知症支援の拠点となる（仮

称）認知症ケア推進センターを葵区七間町に新たに開設

する。本センターでは、認知症に悩む人のため、医療や介

護の専門職が相談に対応し、必要に応じて専門医療機関

や地域包括支援センター等の関係機関につなぐ。さらに

企業や大学と連携した共同研究により、効果的な認知症

ケアの実践や従事者のスキルアップを図る。また、イベン

トやセミナーの開催等を通じて、認知症やその予防に関

する情報を発信するなど、認知症を総合的に支援する拠

点として運営していく。これらの施策により、認知症にな

っても、本人や家族が希望を持って暮らしていくことが

できる、認知症にやさしいまちを実現していく。 

 認知症ケア推進センターは、令和２年

５月より改修工事、センター愛称の公

募、運営一部委託公募等を行い、令和２

年 10月 31日に葵区七間町に開設し、

11月２日より運営を開始した。 

 センターには、看護師や社会福祉士、

ケアマネジャー等の専門職３名を配置

し、認知症の相談や認知症チェックなど

で早期発見等に対応している。 

 運営は２か月経過し、企業とのイベント

開催や講演等により従事者のスキルア

ップを図り、徐々に相談利用者や認知症

予防を目的に来場者が増えている。 

 今後も、医療や介護に留まらず、予防

から認知症ケア、本人の尊厳を重視した

認知症に係る支援を行う「認知症ケア推

進センター」を中心拠点として、関係機

関と連携して認知症ケアを推進してい

く。 

静岡市総

合戦略と 

サッカース

タジアム構

想 

 静岡市第１期総合戦略の

評価・分析と第２期の取組

は。 

 また、新サッカースタジア

ム建設をどう進めていく

か。 

 第１期総合戦略の中で、新幹線通学費貸与事業では、

制度利用者の市内就職率が 60％以上と、静岡県へのＵ

ターン率 38％を大きく上回った。また、テレワーカー移

住促進事業では、２社が本市に進出した。このような取

組により、国が 2018年に公表した 2025年推計人口

は、2013 年の公表値と比較して上方修正され、人口減

少の緩和はできたものの、増加には至っていない。首都

圏への転出超過が地方の人口減少の大きな要因と考え

られることから、第２期総合戦略では、若者の地元就職・

ＵＩＪターンの促進、子育て支援策の充実などの移住定住

策に取り組む。 

 さらに、「交流人口」や「関係人口」の観点から地域資源

であるサッカーを更に磨き上げるため、新たなまちのに

ぎわいの創出、地域経済の活性化の面からの先進事例

調査や施設の在り方検討を重ね、第３次総合計画期間中

にスタジアムの構想づくりに着手し、次期計画の中で方

向性を示していきたい。 

 平成 27年度に策定した第１次総合戦

略の成果を踏まえ、令和２年度から第２

期総合戦略をスタートし、４本の戦略の

柱に基づき「人口活力の維持及び持続

可能なまちの実現」に向け取組を進めて

いる。 

（４本の戦略の柱） 

 ・①暮らしやすい魅力的な「まち」をつ

くる 

 ・②新しい「ひと」の流れを呼び込む 

 ・③「ひと」が育つ環境をつくる 

 ・④稼ぐことができる「しごと」をつく

る 

 なお、新スタジアム構想については、

令和３年度において「サッカーのまち」

にふさわしいスタジアム検討のための

基礎調査実施に向け、検討を進めてい

る。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

新年度 に

向けた 

SDGs の

更 な る推

進 

 公明党会派が新年度要望

の軸として提言した「ＳＤＧ

ｓの推進」について、令和元

年度の取組の評価は。ま

た、２年度はどう取り組ん

でいくか。 

 元年度、「ＳＤＧｓマンス」には速報値で前年より 30％

以上増えて 33,254 人の市民等が参加したが、成果指

標となるＳＤＧｓ市民認知度は目標の 50％にわずかに

届かないと見込まれており、更なる努力が必要と評価し

ている。 

 このため２年度は、重点普及啓発期間を「マンス」から

「シーズン」に拡大するとともに、ＳＤＧｓ宣言した市内企

業・団体等との取組を強化し、３年間の集大成として目

標を達成したいと考えている。 

 また、市と大学等の教育機関との連携・協働は着実に

進んでおり、この連携に企業を加えた交流の場等の更な

る充実を図り、教育機関との連携・協働をより深めてい

きたいと考えている。 

 ＳＤＧｓ推進の取組は、本市の世界における存在感を高

め「世界に輝く静岡の実現」につながるものであり、アジ

アで唯一のＳＤＧｓハブ都市の名に恥じないよう、官民連

携のもと、力強く進めていく。 

 新型コロナウイルス感染症拡大状況や

一部都府県への緊急事態宣言の発令を

受け、イベント内容を見直し、官民連携

のもと実施している。 

（主な取組） 

・11 月 10 日 ＳＤＧｓオンラインセミナ

ー 

・12月 10日 ＳＤＧｓ情報紙の発行 

・12 月 21 日～令和３年１月末 ＳＤＧｓ

推進展示イベント 

・１月下旬 ＳＤＧｓ宣言事業所・団体×学

生交流会 

・３月中旬 ＳＤＧｓフォーラム 

戦国時代

の遺構を 

露出展示

へ 

 歴史文化施設建設予定地

の旧青葉小学校跡地で発

見された戦国時代末期の

遺構の展示と活用方法は。 

 発見された大地とつながったままの「道と石垣」の遺構

を歴史文化施設に取り込み保存し活用するため、展示方

法や保存に関して様々な専門家の意見を聴き、その助言

に基づき、現在は遺構周辺の空気環境や土壌の成分分

析などの環境観察を行っている。 

 観察状況からは、温度や湿度の変化、カビの発生など

で遺構を壊してしまう可能性があり、数年以上にわたっ

て観察を続ける必要があると判断されたため、遺構の保

存を第一とし、開館当初は遺構を密閉することなく掘り

出されたままの状態で展示することを計画している。 

 これは、国宝や重要文化財を展示する博物館としては

全国初の試みであり、世界的に有名な設計者の建築と遺

構を融合させることで施設を特徴づける。 

 遺構は来館者を迎えるエントランス空間に展示し、目の

前に広がる 400 年前の道で歴史を感じてもらうととも

に、当時の雰囲気を体感できるように映像で演出するな

ど、遺構を最大限に活用していく。 

 400 年前の道の遺構は、密閉せずに

掘り出されたままの状態で建物の中に

取り込み展示する。 

 遺構周辺の建物の外壁をガラス張り

にして周囲の景色が見えるようにする

ことで、道がこの場所にあったことを感

じ、道の続きを連想させるようにする。 

 遺構周辺には２階へ昇るスロープを配

置し、遺構を立体的に見ながら、徳川家

康や今川氏を中心に扱う基本展示へ導

く。 

 さらに、AR 技術で当時の姿を可視化

したり、遺構面に降り場を設置するな

ど、訪れた人が歴史を体感できるよう

にする予定。 

 遺構の保存に関しては、開館後も経過

を観察し続けるとともに、様々な環境に

対応出来るように、遺構専用の空調を

設置し、周辺エントランスとは別に温度

や湿度の管理が出来るようにした。 

子どもをＳ

ＮＳ犯罪か

ら守るため

の取組 

 ＳＮＳ犯罪から子どもを守

るための学校における取組

は。また、家庭や地域に対

し、どのような取組をして

いるか。 

 学校は、地域や家庭に比べ、警察や通信事業者等と連

携しやすいという強みを生かし、例えば、通信事業者と

連携し、犯罪に巻き込まれない方法等の講座を実施して

いる。また、保護者会等で外部講師による講演会を開催

し、保護者のＳＮＳに対する意識向上を図っている。 

 家庭や地域に対しては、青少年健全育成団体等と連携

し、ＳＮＳ利用上の注意や家庭でのルールづくりを促すリ

ーフレットの配布、携帯電話販売店に対する保護者への

フィルタリング機能説明の要請、インターネットの安全利

用に関する研修会開催費等の助成といった、啓発や研修

機会の提供に取り組んでいる。 

 令和２年度は、通信事業者等と連携

し、犯罪に巻き込まれない方法等の講

座を実施した小中学校は 43％。保護者

会等で外部講師による講演会を開催

し、保護者の SNS に対する意識向上を

図った学校は 7％。（今年度予定してい

た学校の多くは、コロナ禍の状況から取

りやめている。）  

 SNS 利用上の注意や家庭でのルール

作りを促すリーフレットを作成し、市内

小中学校へ配布（計 44,000部）した。 

 青少年健全育成団体等と連携し、イン

ターネットの安全利用に関する研修会開

催費等の助成を学校やPTAなど 16団

体に実施した。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

清水消防

署 に日勤

救急隊創

設 

 本市における日勤救急隊

の設置目的と効果はどのよ

うなものか。 

 救急出動件数は、全国的に年々増加傾向にあり、本市

では日中の時間帯に救急車の需要が多く、特に清水区

内で待機する救急車が減少する状況にある。 

 この状況を改善するため、県内で初となる日中に特化

した日勤救急隊を令和２年４月から清水消防署に設置

し、運用を開始する。 

 導入の効果としては、清水区全体の救急体制の強化や

現場及び病院到着の時間短縮による救命率の向上が見

込まれる。また、設備投資の面で当直勤務用の仮眠室の

設置が不要となるほか、子育てや介護などの諸事情を抱

える職員に新たな勤務形態を提案することで、ワークラ

イフバランスの面での効果も期待できる。 

 日勤救急隊は令和２年 4月から 609

件出動し、昨年と比較して清水消防署管

内の現場到着時間が短縮した。また、清

水区内で発生した救急事案へ葵区、駿

河区の救急隊が出動することが前年よ

り減少したことで、葵区、駿河区の救急

体制の強化にもつながった。 

 今後も、日勤救急隊を含む全ての救急

隊のデータを精査し、市民サービスの向

上に努める。 

廃棄物減

量等推進

員制度の

推進 

 廃棄物減量等推進員の活

動を進める上での課題と今

後の取組は。 

 新たに推進員となった方がどう活動すればよいか分か

らないこと等により生じる推進員ごとの活動の差の解消

と、推進員が推薦されていない世帯数の少ない自治会

等における市と市民のパイプ役の確保が課題である。 

 そこで、推進員ごとの活動の差を解消するため、活動

報告会や勉強会を通じ活動事例の紹介や意見交換など

を行っている。しかし、地域が抱える課題は様々である

ため、今後は新たに就任された方に、市職員が地域の実

情にあった助言をすることで活動を支援していく。また、

推進員の推薦がない自治会等に対しては、職員が直接

会長宅を訪問し、制度の趣旨や活動内容を説明し、推進

員を推薦していただけるよう引き続き働きかけていく。 

 令和２年度には、全ての減量等推進員

と自治会・町内会会長への訪問や電話

連絡等により、減量等推進員の活動支

援及び、未推薦団体への働きかけを行

った。 

 新型コロナウイルス感染症の拡大によ

り、令和２年４月に予定していた減量等

推進員委嘱式及び、令和３年１月に予定

していた減量等推進員報告会の開催に

代えて、ガイドブックや令和元年度の活

動に関する好事例をまとめた資料等を

減量等推進員へ郵送した。 

 令和２年 12 月末時点で３つの地区で

勉強会を開催し、活動事例の紹介や意

見交換を行った。 

「ふるさと

応援寄附

金 等 に よ

るＮＰＯ等

指定寄附

事業」の意

義 

 ふるさと納税制度の趣旨

をふまえた、ふるさと応援

寄附金等によるＮＰＯ等指

定寄附事業に取り組む意義

は。 

 本事業は、ふるさと寄附金の使い道を、地域貢献に取

り組むＮＰＯ等の活動にも広げることで、ＮＰＯ等が抱え

る課題を解決し、その活動を活性化できる仕組みで、全

国的にも画期的な取組である。ふるさと納税制度の「一

人ひとりの貢献が地方を変え、より良い未来をつくる」

という趣旨にも合致しており、ＮＰＯ等の資金調達支援

だけでなく、ふるさと納税制度の広報力により、活動の

魅力が広く社会に知られ、ＮＰＯ等の人材確保にもつな

がることを期待している。本事業を通じて、地域貢献に

取り組むＮＰＯ等を力強く後押しし、市民主体のまちづく

りを実現する起爆剤としたい。 

 前期・後期、合計16団体17件の申請

があった。 

 前期後期ともに、受付、審査会を実施

し、合計 15 団体 16 件の事業（目標金

額総計 43,543 千円）をふるさと納税

サイト「さとふる」に掲載した。効果につ

いては今後検証していく。 

 令和３年１月 22 日現在寄附実績 

399 件 7,298,200 円、目標額達成

事業１件 

リニア建設

が自然環

境 に 及 ぼ

す 影 響 へ

の対応 

 トンネル建設による大井

川の流量の減少が上流域

の自然環境に及ぼす影響に

ついて、これまでの市の対

応と今後の対応はどうか。 

 平成26年度から動植物等の環境調査を毎年実施して

いるほか、トンネル掘削による流量変化のシミュレーショ

ンを２回行った。その結果、椹島（さわらじま）より上流部

の流量減少と、これに伴う生態系への影響が改めて危惧

されたため、トンネル湧水を可能な限り上流域へ戻すよ

うＪＲ東海に求めてきた。 

 現在、静岡県中央新幹線環境保全連絡会議で水量等の

議論がなされており、ＪＲ東海は、トンネル湧水の戻し方

の詳細な計画を本市に示すことができていない。そのた

め、今後の会議等の議論を踏まえ、静岡市中央新幹線建

設事業影響評価協議会委員の意見を聞きながら、ＪＲ東

海に必要な対応を求めていく。 

 南アルプス環境調査を実施し、南アル

プスユネスコエコパークの自然環境の変

化の把握に努めている。 

 また、静岡県環境保全連絡会議におい

て、大井川の流量減少に伴う自然環境

への影響やその影響を回避・低減する

ための環境保全策等に関する議論が続

いており、本市もオブザーバーとして参

加している。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

自治会・町

内会の活

動支援 

 自治会活動に対する課題

をどう捉え、どのような支

援を行っているか。 

 課題は少子高齢化や人口減少等による担い手不足や

多様化・複雑化している問題、例えばマンション等による

コミュニティの希薄化や在住外国人との共生等があると

考える。 

 課題を踏まえた支援としては、地域課題の解決に取り

組む講座である地域デザインカレッジを開講し、まちづ

くりを担う人材養成に取り組んでおり、修了生の中に

は、自治会と連携し、高齢者の外出や家具の移動等日常

生活をサポートする「ちょこっと・ボランティア」の活動を

始めている方もいる。加えて様々な地域課題の解決に取

り組む好事例を発表する「しずおか自治取組発表会」を

開催し、学び合いと情報共有の機会を提供している。今

後も新たな支援策等を検討していく。 

〔地域デザインカレッジ〕 

 令和２年度は、「公開講座」と「調査実

践編」を実施した。「公開講座」では、自

治会連合会と共催で42名が参加し、地

域活動における工夫や見直しの事例を

共有した。「調査実践編」では、12 名の

受講生が子どもの見守りボランティア、

ゴミ出しのマナー等、地域課題の解決に

取り組んでいる。 

〔しずおか自治取組発表会〕 

 平成 29 年度から令和元年度にかけ

て、他の自治会の好事例を学び、地域課

題の解決への歩みを進めることを目的

に全３回実施し、延べ 417 名の自治会

関係者等に参加いただいた。（参加者満

足度：３か年平均 85.77％） 

〔今後の取組〕 

 令和２年度に自治会等の現状を把握

し、課題を改めて明らかにし、今後の自

治会運営及び行政支援の参考とするこ

とを目的に全自治会等を対象としたア

ンケート調査を実施した。 

 令和３年度に自治会長等を対象にアン

ケート結果報告会を開催し、現状把握、

課題の報告及び好事例の紹介等を行う

予定。 

 また、本調査結果を参考に、これまで

の地域デザインカレッジによる人材養成

の更なる充実に加え、自治会運営の効

率化を目的とした自治会向け研修会の

実施や市 HP 等による自治会等関連情

報の集約化などによる自治会が行う手

続きの簡素化や行政からの依頼事項の

見直しによる自治会等の負担軽減を図

っていく。 

ＪＲ静岡駅

周辺の整

備 

 ＪＲ静岡駅、駅前広場内の

交通混雑等、現状の交通環

境に対する課題をどのよう

に捉え、対応するのか。 

 北口駅前広場の課題のうち、特に大きな課題である送

迎車両とタクシーが集中することで生じる交通混雑の解

消には、現在、混雑のピーク時間の実態などを調査・分

析するとともに、交通管理者との協議を進めており、今

後は駅前広場内の車線の見直しなど、交通環境の改善

に向け取り組んでいく。 

 また、平成５年度に暫定整備した南口駅前広場は、北口

と同様の交通混雑の解消に加え、観光バスの停車スペー

ス不足への対応といった交通手段の接続機能の強化が

大きな課題であり、駅前広場の立体化や拡張の可能性に

ついて、関係地権者や関係機関と協議・調整を行いなが

ら機能の充実に向けて検討していく。 

 北口駅前広場については令和２年５月

にロータリーの区画線と路面表示の改

良やガードマンの配置による混雑解消

のための社会実験を実施。一定の効果

が見られた区画線と路面標示の改良は

現在も継続中で、今後も定期的に交通

状況を観測、分析していく。 

 南口駅前広場については、立体化を可

能とする制度の適用を視野に入れた検

討を行い、事業実施に向けて地権者と

協議を進めている。 
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市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

水道料金

改定の凍

結・再検討 

 地方公営企業法にある公

共の福祉の増進について、

どのように捉えているか。 

 また、一般会計からの補

助により料金の値上げの凍

結や再検討をすべきではな

いか。 

 市民の生活に必要不可欠で代替のきかない水道水を、

安全かつ安定的に届け続けることが公共の福祉に寄与

するものと考える。 

 一般会計から水道事業会計に補助できる場合とは、災

害に準ずるような事態の時であり、平常時の水道管更新

には活用できないと判断している。一方、老朽化した水

道管等の更新の先送りは、市民生活に直結するライフラ

インが危うくなり、大規模災害時はもとより、日常生活へ

の大きな影響が懸念されるため、２年度からの料金改定

の凍結や再検討は考えていない。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を考

慮した料金改定の４カ月延期の条例改

正案が５月市議会臨時会で議決され

た。 

 改定延期により生じる約４億８千万円

の減収等に対応するため、中期経営計

画の見直しに着手、令和２年度末までに

完了を予定している。 

 令和２年 10 月１日に料金改定を施行

した。 

公園の新し

い 活 用 と

誰 で も 利

用しやすい

公園の整

備 

 民間事業者のアイデアを

活用するPark-PFI制度の

導入等、公園の新しい活用

とは。また、ＳＤＧｓにも合

致する障がい者等誰でも利

用しやすい公園の整備状況

は。 

 公園の新しい活用として、民間活力の導入や公園の活

用の幅を広げるため、平成 30年４月に静岡市都市公園

条例を改正し、新富町公園に放課後児童クラブ、田町公

園にこども園の設置を許可して、子育て世代の公園利用

促進を図った。令和２年度には城北公園にPark-PFI制

度を導入し、公園内に駐車場完備のカフェ等、憩いやに

ぎわい創出が期待できる施設を設置していく。 

 また、誰でも利用しやすい公園となるよう、新規の公園

の整備だけでなく、段差のない園路や多目的トイレに改

修するなど、バリアフリーに配慮した公園づくりを進め

ている。 

 Park-PFI 制度導入については、令和

２年 12 月に城北公園において、民間事

業者提案によるカフェ等の飲食施設設

置に向け公募設置等の指針を公表し、３

月に事業者を決定する予定である。 

 公園のバリアフリー化については、葵

区の住吉公園、駿河区の用宗公園、駿河

台公園、広野北公園、用宗緑地の５箇所

において、多目的トイレの整備と園路の

改修を行っている。 

 あさはた緑地交流広場において、静岡

市ではじめて障害を持つ方も使用でき

るインクルーシブ複合遊具を設置し、令

和３年３月に完成する。 

障がい児

保育の進

め方 

 今後、静岡市では医療的

ケアを必要とする子どもを

含めた障がい児保育をどう

進めるか。 

 多様性への理解を深め、社会性を身につけることにつ

ながるインクルーシブ教育は子どもの成長に重要と考え

るため、今後も市立こども園が率先して集団保育が可能

な障がいのある子どもを受け入れていく。 

 また、令和２年度に国の「医療的ケア児保育支援モデル

事業」の採択を受け、３年度に市立こども園での事業実

施を目指す。事業の着実な実施に向け、①医療的ケアを

実施する看護師の確保、②医療的ケアの提供やプライバ

シー保護に必要なスペースの確保と医療機器の整備、③

保育教諭の医療的ケアに関する知識、技術の習得の三つ

の取組を積極的に進め、医療的ケアを必要とする子ども

も等しく保育が受けられることを目指していく。 

 市立こども園では、集団保育が可能な

障がいのある園児とその他の園児を一

体的に保育する障害児保育への取組を

すすめている。 

 また、市立こども園では医療的ケア児

について、看護師を訪問看護ステーショ

ンからの派遣により確保し、また、医療

的ケアの実施等に必要なスペース確保

のための改修を行うとともに、保育教諭

の医療的ケアへの知識向上に努め、令

和３年４月から受入れていく。 

新清水庁

舎整備関

連事業費 

 清水庁舎移転に係る債務

負担行為に含まれない関連

事業費にはどのようなもの

があるか。 

 新清水庁舎建設基本構想において位置づけている関

連事業費のうち、初期投資として、設計監理費、現清水

庁舎解体工事費及びシステム移転費を約 16 億円、運転

資金として、庁舎建物の保守点検・清掃・警備の維持管

理費、修繕更新費及び光熱水費を年間約１億 4000 万

円見込んでいる。 

 このうちの一部は、令和元年９月定例会で議決された

債務負担行為には含まれていない。 

 システム移転費については新庁舎の詳細設計時に、現

庁舎解体工事費については解体の時期に合わせて予算

化し、また、光熱水費及び警備費の一部については、建

物の詳細設計や現庁舎の実績も参考に具体的に算定し、

庁舎の供用開始時期に合わせて予算化していく。 

 清水庁舎の移転は、コロナ禍の影響を

受け、事務手続きを一時停止している。

今後、ポストコロナ時代を見据えた新し

い庁舎について、デジタル化によっても

たらされる行政サービスの変化や、感染

症対策に対応したオフィスのあり方の調

査、研究を行う。 



50 

 

市議会だより掲載記事 
対応状況 

項目 質問 答弁 

県道清水

富士宮線

の整備状

況 

 中部横断自動車道へのア

クセス道路となる県道清水

富士宮線の整備状況は。 

 当該道路は、清水港と中部横断自動車道を結ぶアクセ

ス道路として、国道１号静清バイパスから清水いはらイン

ターチェンジまでの 3.8km 区間の整備を実施してい

る。 

 平成 25 年度から順次部分供用を開始し、令和２年内

には、国道１号静清バイパスから庵原球場東側いほはら

橋交差点までの２km を供用する見込みで、この区間の

渋滞解消等に地域の皆さんからも期待が寄せられてい

る。 

 いほはら橋交差点から清水いはらインターチェンジま

での残りの 1.8km については、４年度の供用を見込ん

でいる。全線が開通することで、清水港と甲信越地方と

のネットワークが大幅に強化され、交流拡大、物流強化

など整備に伴う大きな効果が期待される。 

 国道１号静清バイパスから庵原球場東

側いほはら橋交差点までの２ｋｍについ

ては、予定通り令和２年 11 月に部分開

通した。残る清水いはらインターチェン

ジまでについては、現在高架部の上部

工床版工事を実施しており、令和４年度

の供用を見込んでいる。 

暗所視支

援眼鏡購

入費用助

成の可能

性 

 障がいのある方の日常生

活上の困難を改善し、社会

生活を支援するため、各種

生活用具の購入費用を助

成する日常生活用具給付事

業の助成対象に暗所視支

援眼鏡を含めている自治体

があるが、本市の考えは。 

 暗所視支援眼鏡は視覚に障がいのある方への支援に

一定の効果があるものと認識している。しかし、全国的

に給付事業の対象としている自治体は少なく、先行自治

体でも対象としたのはここ１年以内であるため、支援用

具としての安全性等を確認していくことが必要である。

また、給付対象とするためには、対象者の範囲や医師の

診断書の要否など、給付条件も定めなければならないこ

とから、先行する自治体の状況を参考にするとともに、

他都市の動向も注視しながら検討していきたいと考えて

いる。 

 暗所視支援眼鏡を給付対象としてい

る自治体は、全国的にも少ない状況だ

が、本市では、視覚に障がいのある方へ

の支援に一定の効果があるものと判断

し、令和２年 10 月から、日常生活用具

費助成事業における情報・意思疎通支

援用具（視覚障害者用読書器：限度額

198,000円）の給付対象としている。 

静岡大学

将来構想

の協議 

 先に設置した静岡大学将

来構想協議会の設置要項

では、現在大学側が検討し

ている法人統合や大学再編

等について協議会としてゼ

ロベースで議論を行うとさ

れているが、これは静岡大

学における平成 31 年３月

の統合再編の意思決定を

転換する可能性も含めたも

のか。 

 また、設置要項には必要

に応じてその他の関係者に

も協力を求めるとあるが、

統合再編の相手方である浜

松医科大学等の関係者から

意見聴取を行うことはある

か。 

 第１回協議会での静岡大学副学長・丹沢委員からの「学

長が説明した大学当局案をベースにすることなく、協議

会で出された意見を反映させていきたい」との発言のと

おりと理解している。また、関係者からの意見聴取が必

要となった場合は、協議会設置要項の定めに従って対応

していく。 

 静岡大学将来構想協議会は、令和２年

１月以降、４回開催し、主に静岡大学統

合再編の枠組みについて議論してい

る。 

 現時点では、大学当局が提案している

「現在の静岡大学を、静岡地区と浜松地

区に分割すること」について、協議会で

の理解が得られていない状況である。 

 そこで、９月に開催した第４回協議会

での座長発議に基づき、新たに専門家

を加えたワーキンググループを立ち上

げ、11月から月１回のペースで開催して

いる。 

 今後は、若者・地域にとってより魅力

的となること、様々な研究のニーズに応

えられること、といった静岡大学の将来

像を議論していく。 

清水庁舎

移転計画

見直し 

 議員発議による住民投票

条例の提案、市民による住

民投票を求める署名活動の

開始、入札参加なしによる

整備事業者の再募集を受

けて、庁舎移転計画を見直

す考えはあるか。 

 新清水庁舎の整備は、有識者や市民委員で組織する新

清水庁舎建設検討委員会での議論や市民意見の聴取を

経て、新清水庁舎建設基本構想及び基本計画を策定し、

事業を推進してきた。そして、令和元年９月定例会では、

新清水庁舎整備に係る事業予算と「静岡市区の設置等に

関する条例等の一部改正」について議決されている。 

 なお、整備事業者の再募集に際しても、庁舎、駐車場、

民間施設の三つで一体的ににぎわいを生み出していく

方針であり、基本構想及び基本計画を変更する考えはな

い。このことから、庁舎移転計画を見直す予定はない。 

 清水庁舎の移転は、コロナ禍の影響を

受け、事務手続きを一時停止している。

今後、ポストコロナ時代を見据えた新し

い庁舎について、デジタル化によっても

たらされる行政サービスの変化や、感染

症対策に対応したオフィスのあり方の調

査、研究を行う。 
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【令和２年度購入図書一覧】 

 

※分野／議：議会・選挙、法学：法律学、行政：行政、財：財務、白：白書統計、地自：地方自治地方創生、地分：地方

分権、農水：農林水産、経：経済産業・労働、観：観光政策、防：防災、環：環境、共文：共生社会・生活文

化、保：保健福祉医療、子教：子ども・教育、水：水道、都：都市建設、情：情報、市史：市史・郷土資料、

静：静岡関連、法集：法令集、情：情報公開個人情報保護、辞：辞典・辞書、他：その他 

購入月 図書名 著者 出版社 分野 

４月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 4月上旬号） 
  イマジン出版 地自 

実務解説 直接請求制度 
直接請求制度実務

研究会 
ぎょうせい 地自 

静岡の大規模自然災害の科学 
岩田孝仁・北村晃

寿・小山真人 
静岡新聞社 環 

巨大地震その時あなたを救うのは？市民トリアージ 安田清 静岡新聞社 防 

逐条解説 デジタル手続法 

内閣官房情報通信

技術総合戦略室デ

ジタル・ガバメント

担当 

ぎょうせい 法学 

明るい逆参勤交代が日本を変える 松田智生 
事業構想大学院 

大学出版部 
地自 

励ます令和時代の地方自治 松下啓一 木鐸社 地自 

人口減少時代に打ち克つ！自治体生存戦略 松木茂弘 学陽書房 地自 

5月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年４月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

⾃治体の規模別 公共施設マネジメント 上森貞行 学陽書房 行革 

テレワーク導入の法的アプローチ 

トラブル回避の留意点と労務管理のポイント 
末啓一郎 経団連出版 経 

はじめてでもわかる!  

自治体職員のための観光政策立案必携 
羽田耕治 第一法規 観 

博物館と文化財の危機 岩城卓二 他 人文書院 共文 

企業のための新型コロナウイルス対策マニュアル 和田耕治 東洋経済新報社 他 

地域で支える 子どもの貧困  

これからの地域連携の課題と実践 
南野奈津子 他 ぎょうせい 保 

よくわかるインクルーシブ教育 湯浅恭正 他 ミネルヴァ書房 子教 

一次産業の課題解決へ 地域ＩｏＴ 

農業、林業、畜産業、水産業から始まる街づくりへの挑

戦 

テレコミュニケーシ

ョン編集部（編） 
リックテレコム 農水 

儲かる 農業ビジネス 

新農業経営研究会

（編） 

堀川知廣 他 

静岡新聞社 農水 

逆転の農業 技術・農地・人の三重苦を超える 吉田忠則 日本経済新聞出版 農水 

市町村と森林経営管理制度 
全国林業改良 

普及協会（編） 

全国林業改良 

普及協会 
農水 

地域の林業戦略に活かす林業ＩＣＴ 寺岡 行雄 
全国林業改良普及

協会 
農水 

議会図書室とは、地方自治法の規定に基づき、官報等の保管のため、地方議会への設置を義務付けら

れた図書室であり、ほかにも議員の調査研究、政策立案の補助となる図書を配架しています。 
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購入月 図書名 著者 出版社 分野 

６月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年５月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

MMTが日本を救う 森永康平 宝島社 経 

アメリカの空き家対策とエリア再生 平修久 学芸出版社 都 

オーバーツーリズム  

観光に消費されないまちのつくり方 
高坂晶子 学芸出版社 観 

テレワーク大全 

日経 BP 総合研究

所イノベーション

ICTラボ 

日経 BP 経 

まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢将之 森北出版 地自 

自治体職員のための入門デジタル技術活用法 狩野英司 ぎょうせい 地自 

SDGｓ時代の課題解決法インクルーシブデザイン 井坂智博 日経 BP 他 

コロナショック・サバイバル 日本経済復興計画 冨山和彦 文藝春秋 経 

７月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 6月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

SDGｓ自治体白書 2020 

中口毅博・小澤は

る奈・環境自治体

会議環境政策研究

所 

生活社 白 

人口減少と危機のなかの地方行財政 平岡和久 自治体研究社 行革 

自治体の実践ＲＰＡ 津田博・森正治 学陽書房 情 

判例から学ぶ政務活動費の実務 内田一夫 ぎょうせい 議 

災害から命を守る「逃げ地図」づくり 
逃げ地図づくりプ

ロジェクトチーム 
ぎょうせい 防 

まちのファンをつくる自治体ウェブ発信テキスト 狩野哲也 学芸出版社 地自 

コミュニティカフェ 齋藤保 学芸出版社 共文 

事例から学ぶ 若者の地域参画 成功の決め手 松下啓一 第一法規 地自 

「18歳選挙権」時代のシティズンシップ教育 

日本と諸外国の経験と模索 
石田徹 他 法律文化社 議 

８月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年７月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

コロナ時代の教師のしごと  

これからの授業と教育課程づくりのヒント 

教育科学研究会 

他 
旬報社 子教 

市民主導型 政策プロセスの創造 佐々木寿美 学陽書房 共文 

地方議員は必要か 3万 2千人の大アンケート 
NHK スペシャル取

材班 
文藝春秋 議 

実践！ 地方創生の地域経営  

全国 32のケースに学ぶボトムアップ型地域づくり 

大西達也 

城戸宏史 
きんざい 地自 

「関係人口」創出で地域経済をうるおすシティプロモー

ション 2.0 

まちづくり参画への「意欲」を高めるためには 

河井孝仁 第一法規 地自 

荒廃する日本 これでいいのかジャパン・インフラ 
インフラ再生研究

会 
日経 BP 都 

ストーリーで理解する  

日本一わかりやすいMaaS&CASE 
中村尚樹 プレジデント社 都 

続 やってみよう！  

小学校はじめてのオンライン授業 

堀田龍也 

樋口万太郎 
学陽書房 子教 

全 47都道府県幸福度ランキング 2020年版 寺島実郎（監修） 東洋経済新報社 地自 

９月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 8月合併号） 
  イマジン出版 地自 
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購入月 図書名 著者 出版社 分野 

地方選挙の手引き 令和２年 選挙制度研究会 ぎょうせい 議 

Smart City 5.0 地方創生を加速する都市OS 
海老原城一・ 

中村彰二朗 
インプレス 情 

政務活動費適正運用の手引 国勢情報センター 国勢情報センター 議 

アフターデジタル２ UXと自由 藤井保文 日経 BP 情 

イラスト＆図解でわかるDX（デジタル・トランスフォーメ

ーション） 
兼安暁 彩流社 情 

デジタル化でどうなる暮らしと地方自治 白藤博行 他 自治体問題研究所 地自 

コロナ移住のすすめ 藻谷ゆかり 毎日新聞出版 地自 

withコロナ時代の授業のあり方 庄子寛之 明治図書出版 子教 

最強の人生指南書―佐藤一斎「言志四録」を読む  

齋藤孝の”最強”シリーズ 
齋藤孝 祥伝社 他 

10月 

 

 

自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 9月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

なぜ、あそこの６次産業化はうまくいくのか？ 井上嘉文 大学教育出版 経 

withコロナ時代の特別支援教育 
特別支援教育の実

践研究会 
明治図書出版 子教 

多文化共生のためのシティズンシップ教育実践ハンドブ

ック 

多文化共生のため

の市民性教育研究

会 

明石書店 共文 

新・下水道公民連携論（ＰＰＰ/ＰＦＩ）地域の水とともに生

きる 
石黒路明 新潮社 水 

未来エコ実践テクノロジー 

図解でわかるカーボンリサイクル 

エネルギー総合工

学研究所 
技術評論社 環 

パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識 
デイリー法学選書

修委員会 
三省堂 法学 

自治体・地域で出来る！シニアのデジタル化が拓く豊か

な未来 
沢村香苗 他 学陽書房 保 

令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 水津陽子 実業之日本社 行政 

図解・空き家対策事例集  

「大量相続時代」の到来に備えて 
松岡政樹 公人の友社 都 

空き家・古家不動産投資で利益をつくる 大熊重之 フォレスト出版 経 

「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野寿和（監修） 河出書房新社 都 

Q＆A空き家譲渡特例のすべて  

令和元年度改正対応版 
大塚政仁 他 ぎょうせい 法学 

11月 

  

自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 10月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

条例の種を見つけて作れる！変化に応じて見直せる！

「生きた」議員提案条例をつくろう 
津軽石昭彦 第一法規 議 

条例・規則作成の手引 〔改訂版〕 
地方自治法規実務

研究会 
第一法規 地自 

知事の真贋 片山善博 文藝春秋 地自 

３ステップで学ぶ自治体ＳＤＧｓ ＳＴＥＰ２  

実践に役立つメソッド 
笹谷秀光 ぎょうせい 地自 

３ステップで学ぶ自治体ＳＤＧｓ ＳＴＥＰ３  

事例で見るまちづくり 
笹谷秀光 ぎょうせい 地自 

ビジネスマンよ 議員をめざせ！ 
鈴木たつお 

新倉貴士 

日本地域社会研究

所 
地自 

非常事態・緊急事態と議会・議員   

自治体議会は危機に対応できるのか 

新川達郎 

江藤俊昭 
公人の友社 議 

選挙はまちづくり わかりやすく・おもしろく  松下啓一 他 イマジン出版 地自 
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購入月 図書名 著者 出版社 分野 

公開政策討論会条例ができるまで 

ドイツの学校にはなぜ「部活」がないのか 高松平藏 晃洋書房 子教 

専門図書館と著作権Ｑ＆Ａ 第４版 
専門図書館協議会 

著作権委員会 
専門図書館協議会 法学 

感染症×大規模災害 実践的 分散避難と避難所運営 山村武彦 ぎょうせい 防 

感染しないひなん所生活 新型コロナウイルスとこわい

感染症から身をまもろう！ 

岡田晴恵  

片岡信和 
フレーベル館 防 

12月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 11月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

地域医療構想のデータをどう活用するか 松田晋哉 医学書院 保 

スポーツ地域マネジメント 

持続可能なまちづくりに向けた課題と戦略 
原田宗彦 学芸出版社 地自 

「脱炭素化」はとまらない! 

未来を描くビジネスのヒント 
阪口幸雄 他 成山堂書店 環 

ごみ減量政策: 自治体ごみ減量手法のフロンティア 山谷修作 丸善出版 環 

ヤングケアラー わたしの語り 

子どもや若者が経験した家族のケア・介護 
澁谷智子 他 生活書院 子教 

日経テクノロジ―展望 新型コロナに立ち向かう100の

技術 
日経 BP 日経 BP 他 

こうすればうまくいく 行政のデジタル化 石井大地 ぎょうせい 行政 

１月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2020年 12月下旬号） 
  イマジン出版 地自 

まちの未来を描く！自治体の SDGｓ 高木超 学陽書房 地自 

決定版 ５Ｇ ―2030年への活用戦略 片桐広逸 東洋経済新報社 情 

エネルギー・シフト  

再生可能エネルギー主力電源化への道 
橘川武郎 白桃書房 環 

「再エネ大国日本」への挑戦 

（SDGｓ時代の環境問題最前線） 

山口豊 山と渓谷社 環 

最新 図解で早わかり ５Gがまるごとわかる本 水上貴博  

中村邦明 

ソーテック社 情 

ウチではこうやってます！  

自治体職員現場のお悩み解決Q＆A 

静岡県市町行財政  地自 

現場が輝くデジタルトランスフォーメーション 長谷川康一 ダイヤモンド社 経 

いちばんやさしいＤＸの教本 亀田重幸・進藤圭 インプレス 経 

オンライン・ファースト 東京大学情報理工

学系研究科 

東京大学出版会 情 

情報セキュリティ白書 ２０２０ 情報処理推進機構  白 

２月 自治体情報誌 D-file [ディーファイル] 

（2021年 1月合併号） 

 イマジン出版 地自 

統廃合だけでは対応できない！ 

ポストコロナ時代の公共施設マネジメント 

南学 学陽書房 行革 

エビデンスに基づく自治体政策入門 佐藤徹 公職研 地自 

自治・分権と地域行政 今川晃 

牛山久仁彦 

芦書房 地分 

ゼロからできる自治体の財政分析 稲沢克祐 学陽書房 財 

 


